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又 は第4号 に規定する者 として支払 うべ き平成13年 度通年保険料額 に

3分 の2を 乗 じて得た額の合算額

(5)当 該該当す るに至 った 日が 、平成13年11月1日 か ら平成14年3月31

日までの間である場合 令第38条 第1項 第1号 イ(2)、 ロ及びハ、第

2号 ロ、第3号 ロ又は第4号 ロに該 当 しなかった とした場合の平成13

年度通年保険料額 を3で 除 して得た額 、令第38条 第1項 第1号 イ(2)、

ロ及 びハ、第2号 ロ、第3号 ロ又 は第4号 ロに該 当 しなかった と した

場合 の平成13年 度通年保険料額 を9で 除 して得た額 に平成13年10月 か

ら当該該 当す るに至った 日が属す る月の前月 までの月数を乗 じて得 た

額並 びに該 当す るに至 った令第38条 第1項 第1号 、 第2号 、第3号 又

は第4号 に規定す る者 として支払 うべ き平成13年 度通年保険料額 を9

で除 して得た額 に当該該 当す るに至 った 日が属す る月か ら平成14年3

月 までの月数 を乗 じて得た額 の合算額

(保険料額の端数処理)

第6条 平成12年 度及び平成13年 度の保険料 の額 に100円 未満 の端 数が生

じる場合 は、 これ を切 り捨てる もの とす る。

(延滞金 の割合 の特例)

第7条 当分 の間、第12条 第1項 に規定す る延滞 金 の年7.3パ ー セ ン トの

割合は、同項 の規定 にかかわ らず 、各年の特例基準割合(各 年 の前年 の

11月30日 を経過す る時 における日本銀行法(平 成9年 法律第89号)第15

条第1項 第1号 の規定 によ り定め られる商業手形の基準割引率に年4パ ー

セ ン トの割合 を加算 した場合 をい う。)が 年7.3パ ーセ ン トの割合 に満 た

ない場 合には、その年 中においては、当該特例基準割合(当 該割合に0.1

パ_セ ン ト未満の端数があ るときは、 これ を切 り捨 てる。)と す る。

(藤枝市介護認定審査会 の委員の定数等 を定める条例 の廃止)

第8条 藤枝市介護i認定審査会の委員の定数等 を定める条例(平 成11年 藤

枝市条例第16号)は 、廃止する。
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資料2

(1)'ll該 該'liす る に至 った 日が 、平 成12年4月1目 か ら同年 ユ0月31_Pま

での 間 で あ る場 合 当該 す る に至 った 令第38条 第1項 第1号
、第2号 、

第3写'又 は第4一号に一規 定す る者 と して 支払 うべ き平成12年 度 通 年 保 険

料額

(2)"`該 該'11す るに 善1った 日が 、・賊12年111」1か ら・繊13年3/131

f(ま での 問 で あ る場 合 令 第38条 第1項 第1号 イ(2)
、 ロ 及びハr第

2号 ロ・ 第3号 ・又 は 第4一号・`こ該}11し なか った と した場/a
trの5賊12

年度通 年保 険 榊 〔を6で 除 して 得 た額 に 械12fF川Jか ら当
,{%亥～liす

る に 至 った 日が 属 す る 月の前 月 まで の)!数 を乗 じて 得た 額 並 び に該
.当

す る に至 った 令 第38条 第I」 ∫{第1}} 、第2号 、第31}又 は第4号 に規

定 す 儲 と して支 払 うべ き械12年 度 通 鰍 険 料・額 を6で 除 して 得 た

額 に 骸 該 当す る1こ至 った 日が 属 す る 肋 ・ら平1・気13年 訓 まで の/l数

を乗 じて得 た 額の 合 算 額

(3)当 該 該 当す る に至 っ た 日が 、平 成13年4/J1日 か ら 同 年9月30目 ま

での 間 であ る場 合 令第38条 第1項 第1号 イ(2)
、 ロ及 びハ 、第2一 号

ロ、 第3号 ロ又は 第4号 ロ に該 当 しなか った と した場 合 の'F成13年 度

通 年 保 険料 額 を18で 除 して得 た 額 に平 成13年4)1か ら当該 該 当す る に

至 った 日が 属す る 月の 前 月 まで の 月数 を乗 じて得 た額
、該当す るに至.a

た 令 第38条 第D聯1号 、第25}、 第3一号又は 第 ・鍔 ・に却綻 す る 者 と

して 一支払 うべ き'F成13年 度 通 年保 険 料 額 を18で 除 して得 た額 に'」i該該

'liする に 至
っ たLlが 属す る 月か ら平 成13年!{ま で の 月 数 を 乗 じて 得

た額 並 びに該llけ る に,;っ た 令第38鱗 頭 第1-1ジ・
、第2号 、第3一 写・

又は 第4号 に規 定 す る者 と して支 払 うべ き平成13年 度通 年1辱ミ険 料 額 に

3分 の2を.乗 じて得 た額 の 合算 額

(4}当 該 該 当す る に至 った1.iが 、平 成ユ3年ユ0月巾で あ る場 合 令 第38条

第1項 第1号 イ(2)、 ロ及 びハ 、 第2号 ロ、第3号 ロ又 は第4号 ロ に

灘 しなか った と した場 合 の 玉賊13鞭 励 課 癬 ・噸 を3で 除 して 得

た 額 並 び に{灘 す る に4ミった 令 第38条 第1項 第1.}3・
、 第2号 、第3号

89〔50〕



神奈川ノく学法'掌研'先所研究年'報18

て 別 に定 め る時期 とす る こ とが で きる 」 とす る.・

3平 成13年 度 にお い て は 、第3期 か ら第7期 の納 期 に納 付 すべ き保 険 料

額 は 、第1期 か ら第2期 の納 期 に納 付す べ き保 険 料額 に2を 乗 じて 得 た

額 とす る こ とを基 本 とす る1、

e賊12鞭 及 び・ド1、文13鞭 にお け る賦 、{果期 日後 にお い て第1号 被 保 険

一者の資 格取 得 、喪 失 等 が あ っ た場 合の保 険牢こ1・の 額 の特 例)

第4条 保 険料 の 賦 課1りj日後 に第1号 被保 険者 の資 格 を取 得 又は喪 失 した

場 合 にお け る ・骸 第1一号被徽 者 に係 る閑1餅l!の 額 は・ 第8条 第P∫ 汲

び第2項 の規 定 にかか わ らず 、平 成12イト度 にお い て は ・平 成12年 度 を通

じて被 保 険者 資 格 を有 した と した場 合 の保 険料 の 額(以.ド 「平成12年 度

通年 保 険料 額 」 とい う,.)を6で 除 して得 た額 に 、平 成 ユ2年1.01か ら平

成13年3月 まで の 問 に おい て 被保 険者 資 格 を有す る 月数(:'1奄該 被 保ll灸者

資 格 を取 得 した1fが 属 す る1」を含み 、 当該'被保 険者 資季各を喪 失 した 日が

属す る 月 を除 く 、以 ドこの 条にお い て同 じ.)を 乗 じて 得 た 額 と し・ 平

成13年 度 におい て は 、次 の 各号 に掲 げ る額 の 合算 額 とす る・

ほ)平 成13年 度 を通 じて 被保 険者 資 格 を有 した と した場 合 の.被保険 者 の

額(以 下 「平 成13年 度 通 イ1こ保 険 料額 」 とい う..)を18で 除 して 得 た 額

に、平 成13年4月 か ら 平成13年9月 まで の 間 にお い て 被保 険 者資 格 を

有 す る1i数 を・乗 じて 得 た額

(2)平 成13年 度 通年/呆険 料 額 を9で 除 して得 た額 に 、'F成B年1011か ら

平 成14年3月 まで の 間 にお い て被 保 険者 資 格 を有す る 月数 を乗 じて 得

た額

第5条 保 険料 の賦 課期 日後 に令 第38条 第1項 第1号 イ(同 号 に規 定 す る

.老齢 福祉 年 金 の'受給 権 を有す る に至 った 者及びillに 係 る者 を除 く・・以 ド

この条 にお いて 同 じ)、 ロ及 びハ 、第2号 ロ 、第3号 ロ又 は 第4号 ロ に

該 当 す る に至 っ た第 陽 争皮保 険 者に係 る備 こ料 の 額 は ・第8条 第3項 の

規 定 にか か わ らず 、平 成12年 度 及 び平 成13年 度 にお い て は ・次 の 各号 に

掲 げ る区 分 に応 じそ れぞ れ 当該 各号 に定 め る額 とす る.
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資料2

附 則

(施 行 期il)

第1条 この 条例 は 、平成12年411111か ら施 行す る,.

いド成12年 度 及 び平 成13年 度 にお ける 保険 料 率 等の 特 例)

第2条 械12イ 渡 蝋 ξ険 榊 は 瀦6・ 条第P蜜{の 殿 にか か わ らず
、 次

の 各号 に掲 げ る13heJ一徽 保 険者 の 附 に応 じ
、そ ズしそれ 当瀦 号 碇 め

る客頁と寸qる,、

Φ

(2)

(3)

i4i

〔5)

令 第38条 第1項 第1号 に掲 げ る'者

令 第38条 第1項 第2号 に掲 げ る者

令 第38一条第1ユ 頁第3一号に掲 げ る者

令第38条 第1項 第4号 に掲 げる 者

令 第38.条 第1項 第5琴 幽に掲 げ る者

4,350{'」

6,5251'1

8,700f,1

10,875'1

13,0501lJ

2'械13鍍 におけ樹 牙験 榊 は涕6条 第D}・{の規定 にかか わ らず
、

次の各号 に掲 げる第1写 ・灘 険者の附 既;じ
、それぞれ編 賂 号に定

める額 とする1.,

(])

(2}

(31

(4}

15〕
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勾
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ん
肩

令 第38条 第1項 第1号 に掲 げ る 者13 ,050円

令 第38条 第1項 第2.F1.に 掲 げ る 者19575PJ

令 第38条 第1項 第3一 号に掲 げ る 一者』26コ00FJ

令 第38条 第 ユ項 第4号 に掲 げ る 者32 ,625ilJ

令 第38一条 第P聯5-n_'r7に 掲 げ る 者39 ,150)'

械12鞍 の 普1唾 徴 収 に 係 る 保 険 料 酬 勺期 は
、 第 條 第 噸 の 規

10月21日 か ら111」5日 ま で

11月21ilか ら12月5日 ま で

12/J211iカ ・ら}規 年11」5}iま で

翌 年1月21日 か ら2月5日 ま で

2♪ 賊12{鍍 にお い笥 写7条 第2脚)規 定 を馴1す 一る場 合 にお い て は
、

同項 中 「別 に定 め る こ とが で きる。」 とあ るの は 「10月1日 以 後 にお い
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査審議 し、 市長 に対 し意 見を述べ る こ とが で きる

3協 議 会 の運 営 につ いて 必 要 な事 項 は 、 市長が 定 め る

(過 料)

第2條 第 陽 被撒 働{1去 第12条 第 顕 紋 鋤 ↓定 に よる刷1を しな い

と き(同 条 第2項 の 蜆定 に よ り当 該第1号 被 保 険 者び)属す る 世帯 のri+一

主 か ら届 出が な され た と きを除 く)又 は 虚偽 の 届llhを した と き は 、 そ

の 者に対 し、10万 円 以 ドの 過 料 を科 す る

第28条 法 第3條 第 傾 後r短 聯31条 第 願 後段 ・1」1第34条第 噸 後段 ・

法 第35条 第 頒 後段 、1」1第66条 第P蝋 し くは第2」 奴 は1聯68条 第1

項 の 規定 に よ り被 保ll賭 証 の提 出 創 ζめ られて これ にLじ ない 者1こ対 し・

10万Ill以 下 の 過料・を科す る

第29条 被保1;賭 、狽 弓・乖皮保ll灸者 の 配fl賭 翠1二し くは獅,ナ 被備 こ者 の 属

す る世帯 の世'吊・一ドその 他 そのt{i・ に属 す る者 又 は これ らであ った者 がf

当 な理 由 な しに 、法 第202条 第 ユ項 の1娼 ヒに よ り 文 書1その 他 の 物 件 の 提

出若 し くは提,薩 命ぜ られて これ に従 わず 、 照 よll傾 の規 定 に よる 当ll亥

職 員の 質 問 に対 して答 弁せ ず 、若 し くは虚 偽 の 答弁 を した と きは ・]OJJ

円以 ドの過 料 を千こ1"する

第3條 伽 その 他 靴 ・)ぞ偽 に よ り側1剣 ξ:レその 他法 の朧 に よるll奨収 金

(法150条 第 噸 に規 眉 一る納 価 汲 び法 第15條 第 噸 に規 定 す る 延 滞

金 を除 く)の 徴収 を免れ た 者に対 し、その 徴 収 を 免 れ た 金額 の5倍 に

相 当す る 金額 以'ドの過 料 を科す る

第3條 伽 条 の過 料・)額は 、情 状 に よ り一1帳 が定 め る

2前4条 の過 料 を徴収 す る場 合 にお いて 発す る納 入通 知]Tに 指定 す べ き

納期 限 は 、そ の発 行 の 日か ら起 算 してlo目 以 ヒを経 過 した 日 とす る'

(委 任)

第32条 齢 及 び この条 例 に淑)る もの の ほか 、必 要な1撰{は ・/欄 で 定

め る,、
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資料2

に利 川 で きる よ うにす るため 、次 のt号 に掲 げ る事項 を内容 とす る権 利

擁 護 に関 す る制 度 の 的確 な運用 に.努め な け れば な らない 1、

(1}

」`〉)

13)

(細

介 護サ ー ビスの利 川 につ い て の 相談 及 び助ii

申込 み 、利 川 料の 支払 い等 にお け る同 行 及 び代 弁

介護 サ ー ビ スの苦 情 につ い ての援 助

そ の 他 介護 サ ー ビ スの利 川 に必 要 な援 助

(介 護iサー ビスの 質の確 保)

第23条 市 は、事 業 者等 が行 う介護 サ ー ビスの 質の評 価 及 び改 善 に関 す る

方策 につ い て ・事 業 者 等 との緊密 な連 携 を もっ て取 り組 む と と もに
、 当

該 方策 の ため 、次 の 各 号に掲 げ る事 項 を内容 とす る 芝援 を行 う もの とす

る、

ql利 用 者へ の 事業 一者等情 報 の提 供 に関 す る こ と

{211標 準契約 約ll夢(の提 示等 契 約 内(容に関 す る こ と.,

〔3}評 佃i基(/1`の策 定 に 関す る こ と .1

〔4)そ の 他 介護 サ ー ビスの 質 の評価 に関 す る こ と
、

(F続 きにお け る公'iの 甜1保等)

第24条 市は、事 業 者等 との 連携 に よ り、.要介護 認定 等 、 介護サ_ビ スの

計{岨 乍成 及 び3,=情 対応 そ の 他 の介 護 サ ー ビス提 供 に必 要なf続 きに お け

る 公fの 確 保 と透 明性 の 向一ヒに.努め な けれ ば な らない,

(地 域 との連 携)

第25条 市は 、要 介護 者 等の 日常 生 活 に必 要 な 介護サ ー ビス を的 確 に提 供

す るた め 、地域 団体 、保健 福 祉 関係 団体 及 び職 能 団 体 と連携 を図 る と と

もに、 それ らの活 動 に対 して 支援 策 を講 ず る よ う努め な けれ ばな らない
、1

(介 護 ・礼1祉ぷL=)ん21推 進協 議 会)

第26条 市は ・ 介護保 険事 業 の 円滑 な 運営 を図 る と と もに 、被 保 険一者の 意

見 を反映 させ るため 、介護 ・福祉 ぷ らん21推 進 協 議 会(以 ド 「協 議 会」

とい う .)を 設 置 す る,

2協 議 会 は 、 介護保 険 事'業に係 る高齢 κ保 健福 制:施策 に関 す る事項 を 調
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納 の納 付 金に充 当す る場 合 におい て は 、直 ちに 、}11該納 付義務 者に対 し・

過誤 納 金還 付通 矢11書又 は過 誤納 金充 当 通知 一書を 発 しなけ れ ば な らない.

2納 付義 務 者 は 、前 項 の 過誤 納 金1羅付 通知fi=を 受理 した場 合 又は既 納 の

納 付 金 の う ち、過納 又 は誤納 に係 る もの が あ る こ とを発 見 した場 合 に お

い て 、そ の 過納 又は誤 納 に係 る納 付 金 の還 付 を受 け よ う とす る と きは ・

過 誤納 金還 付i;i星f求'E!一IE'1を提 出 しなけ れ ば な らない.

(保 険 料 の滞 糸llヨ処分 の 停.1ヒ)

第18条 一1脹は 、保 険 孝・1の漸1賭 につ い て 、/也ノ∫税 法 第15条 の7第1∬ 〔・

第2項 、第3項 及 び第5項 の 規定 の 例 に よ り、滞 納 処 分 の執 行 を停if-.す

る こ とが で きる.

(そ の 他 の徴 収 ソ∫法)

第19条 この 条例 に定 め る もの の ほか 、保 険 料 に係 る納 付 金の徴 収 等 に つ

い て は 、地 方税 法 の規 定 の例 に よる..

(情:報子是供 等)

第20条 市 は 、次 の 各号 に掲 げ る事 項 につ い て 、被 保 険者 に対 す る適 切 な

情 報 提 供 等に'努め なけ れ ばな らない 、

fl?要 介護 認定 又 は要支 援 認 定(以 ド 「要 介護 認 定 等 」 とい う1)に 関

す る情 報 開示 及 び個 人情 報 の 保 護

(2}介 護 サ ー ビス利 用 に必 要 な情 幸i乏の提 供

(3}介 護 保 険事 業1㌃h由i改定 に係 る情 報 の提 供 及 び会議 の公 開

(4)そ の他 被 保険 者 に必 要 な情 報 提 供

(苦 情 対 応)

第21条 市 は 、要 介 護認 定 等 の処 分 につ い て の不 服 又は介 護サ ー ビ ス提 供

に係 る苦情 へ の対 応 に当 た り、法 に 規定 す る介護 保 険審ff会 又 は国 民 健

康 保 険 団体 連 合 会 との 緊密 な連携 を図 る と と もに 、必 要 な措 置 を講 じな

けれ ば な らない1,

(要 介護者 等 の利 用援 助)

第22条 市 は 、 自己決定 能 力 の低.ド した 要 介護 者等 が 介護 サ ー ビ スを適 切

〔45〕94



ノ資料・2

〔5!貧 困 に よ り生 活 の ため 公 私 の援 助 を受 け て いる 者

2前 項 の 申請 をす る者 は 、申請 書 に徴 収 猶1二を必 要 とす る理 由 を証 明 す

べ き害 類 を添付 して 、市 長 に提 出 しなけ れ ば な らない,

(保 険 料 の減 免)

第14条 市長 は ・前条 第1項 各号 の いず れ か に該 当す る こ とに よ り
、 そ の

納 付 すべ き保 険料 の 全 部 又は一・部 を納 千寸・す る こ とが で きな い と認 め る 者

に対 し、保 険料 を減 免す る こ とがで きる 、1

2前 項 の規 定 に よっ て保 険 料 の減 免 を受 け よ う とす る 者は
、 普通徴 収 の

方法 に よ り保 険 料 を徴収 され てい るZ1に あ っ て は納期 限前7iIま で に
、

特 別徴 収 の 方法 に よ り保 険 料 を徴 収 され て い るT1に あ って は特 別徴 収 対

象年 金給 付 の支払 に係 る 月の前 前 月の ユ51fま で に 申請書 に 減 免 を受・け よ

う とす る理 山 を証 明 す る・i舞二類 を添付 して 、 市長 に提 出 しな けれ ば な らな

い ぐ、

3第1項 の規 定 に よって保 険 料 の 減 免 を受 け た 者 は
、そ の理 由が 消 滅 し

た場 合 にお い て は 、た だ ちにそ の 旨を市 長 に 申 告 しな け れ ば な らない
。

(過 誤 納 に係 る納付 金 の還 付 又 は充 当)

第15条 納付 義 務者 の過 納 又 は誤 納 に係 る納付 金が あ る場 合 にお い て は
、

地 方 税 法第17条 及 び同 法 第17条 の2の 規 定 の例 に よ り、 その 過納 又 は 誤

納 に係 る納付 金 を還付 し、又 は未 納 に係 る納 付 金 に 充 当す る ,,

(還 付 又は 充'11加 算金)

第16条 前 条の 規定 に よ り、過 納 又 は誤 納 に係 る納 付 金 を還付 し、 又 は充

、'llする場 合 にお いて は 、地 方税 法 第17条 の4の 規定 の例 に よ り
、 当該 納

付 金の 額 に還 付加 算 金又 は充 当加 算 金 を加 算 す る,、

2前 項 の還 付 加算 金 又 は 充 当加 算 金 に100円 未満 の 端 数 が あ る と き
、 又

はそ の 金額がLOOOIり 未満 で あ る ときは 、 そ の 端 数 金 額 又 はそ の 全 額 を

切 り捨 て る1.

(還 付 又 は充 当 の取扱 い)

第17条 前条 の規 定 に よ り、過納 又 は誤納 に係 る納 付 金 を還 付 し
、 又は 未

95〔 ・14〕



神奈川人学法・L;∫:研究所研究年幸艮18

ら1月 を経 過 す る まで の期 間 につ い て は年7.3パ ー セ ン ト)の 割 合 を 乗

じて計 算 した金額 に相 当す る延滞 金の 額 を加 算 して納 付 しな けれ ば な ら

ない、,

2前 項 に規定 す る 年当 た りの割 合 は 、閏 年の 日 を含 む期 間 につ い て も、

365f1"iた りの割 合 とす る,

3第1項 に規 定す る 延滞 金の額 に10011沫 満 の端 数 が あ る と き ・ 又 は そ

の 延滞 金の 額が1,00011」未満 で あ る と きは 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の/.=1:額

を切 り捨 て る,、

4市 長 は、特 別 の理 由が あ る と認め る と きは 、第1項 の 規定 に よ る延 滞

金 の額 を減 免す る こ とが で きる,、

(保 険料 の 徴収 猶 ・'1ウ)

第13条 市 長 は 、次 の 各号 の いず れ か に該 当す る こ とに よ りそ の納付 す べ

き保 険 料 の 全部 又1ま一 部 を ・時 に納付 す る こ とが で きな い と認 め る場 合

にお い て は 、納 付 義務 者 の 申請 に よって 、 その納 付 す る こ とが で きな い

と認 め られ る金 額 を限度 と して 、6ケ 月以 内の 期 間 を限 って徴 収 猶 予す

る こ とが で きる 一.

q)納 付 義務 者 又 はそ の 属す る 世帯 の 生計 を 一Lとして維 持 す る者 が ・ 震

災 、風 水害 、火 災そ の 他 これ ら に類 す る災害 に よ り、住宅 、家 財 又 は

そ の他 の財 産 につ い て著 しい損 害 を受 けた こ と,.

())納 付 義 務 者の 属 す る 田:帯の 生 計 を ドと して維 持 す る{-iが 死亡 した こ

と、 又はそ の者 が 心 身 に重 大 な 障害 を受 け 、若 し くは長期 問 入 院 した

こ とに よ り、そ の者 の 収 入が 著 し く減 少 した こ と1,

㈹ 納 付 義務 者の 属 す る世 帯 の 生 計 をisと して維持 す る者 の収 入が 、 事

業 又は業 務 の休 廃 臣、事 業 にお け る著 しい損 失 、失業 等 に よ り著 し く

減 少 した こ と.、

幽 納 付 義務tの 属す る世帯 の 生 計 を一kとして維 持 す る者 の収 入が ・ 干

ばつ 、冷 害 、凍 霜 害等 に よる農作 物 の 不作 、不 漁 そ の 他 これ に類 す る

理 由 に よ り著 し く減 少 した こ と
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義 務 者 に通 知 しな けれ ば な らない,,そ の 額 に 変更 が あ った と き も、 同様

とす る,,、

(保 険 料 に関 す る 申告)

第10条 第 ユ号被保 険 者 は、 毎年 度41」15日 まで(保 険 料 の賦 課則1日後 に

第1一号被保 険 者の資 格 を取 得 した 者 は 、当該 資 格 を取 得 した 口か ら15日

以 内)に 、第1号 被保 険 者本 人の所 得状 況並 び に.当該 者 の 属 す る世 帯 の

世帯 一ヒその他 その 世帯 に属 す る者の 市民 税 の 課税 者 の 有 無 そ の他 市 長 が

必 要 と認 め る事 項 を記 載 した 申告書 を市 長 に提 出 しなけ れ ば な らな い ,,

た だ し、第1号 被保 険 者 本 人並 びに 当該 者 の 属す る 世帯 の世帯1ドそ の 他

そ の世 帯 に属 す る者 の前 年 中の所 得 につ き、地 方 税法(昭 和25角 三法 律 第

226号)第317条 の2第1項 の 申 告書(第1号 被保 険'者本 人並 び に当 該 者

の属 す る 世帯 の 世帯=1こそ の 他 その 川滞 に属 す る者 のすべ てが 、1司法 第31

7条 の2第1項 に規 定す る給与 所 得 以 外 の所 得 又 は 公 的 年 金 等 に係 る所

得 以 外 の所 得 を有 しなか った 者で あ る場 合に は 、 同 法 第317条 の6第1

項 又は 第3項 の維 技 払 幸1乏告書 又 は公 的{{冷 等 支払 報 告割 力{市長 に提

出 され てい る場 合 に お いて は 、 この 隈 りで ない 1,

(f呆険 料の督 促鱈讐)

第11条 市長 は 、納 付 義務 者 が 、納期 限 まで に保 険 料 を納 付 しない ときは、

納 期 限後20日 以 内 に督 促 状 を発 しな けれ ば な らない ,た だ し、第ユ3条の

規 定 に よ り保 険 料 の徴 収 を猶予 す る場 合 は 、 この 限 りで は な い、、

2前 項 の 規定 に よ り督 促状 を発 した と きは 、督 促状 一通 に つ き50円 の 手

数 料 を徴 収 す る,た だ し、や む を得 な い理 由が あ る と認 め る場 合 に お い

て は 、 これ を徴 収 しな い 、

(延{帯金)

第12条 納付 義 務'者は 、納 期 限 後 にそ の 保険 料 を納 付 『す噂る場 合 にお いては、

当該 納付 金額 に 、その 納期 限 の翌 日か ら納 付 の 日 まで の 期 間 に応 じ、 当

該金 額が2,00011J以 卜(1,0〔}0円 未満 の 端 数が あ る と きは 、 こ れ を切 り捨

て るの で あ る ときは 、そ の 金額 に年M .6パ ー セ ン ト(納 期 限 の 翌 日か
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が 別 に定 め る こ とが で きる,.こ の場 合 にお い て 、市 長 は 、当該 第1号 被

保 険 者 又 は連 帯 納 付義 務 者 けソ、ド 「納付 義 務者 」 とい う■ に 対 しそ の

納期 を通 知 しな けれ ば な らない 、

3次 条 の規 定 に よ り保 険料 の 額 の算 定 を行 っ た と きは 、納 期 を定 め 、 こ

れ を納付 義 務 者 に通知 しなけ れ ば な らない 。

4納 期 ご との分 割 金額 に100円 未満 の端 数が あ る と き、 又 は そ の 分 害ll金

額 が100円 未 満 で あ る と きは 、そ の端 数 金額 又 は そ の 全 額 は 、 す べ て そ

の最 初 の納 期 に係 る分割 金額 に合算 す る もの とす る

(賦 課期 日後 にお い て第1号 被 保 険者 の資 格 取ftl・、喪 失等が あ った場 合

の保 険 料 の額)

第8条 保 険料 の 賦 課測!日後 に第1号 被保 険 者の資 格 を取 得 した場 合 に お

け る当該 第1一号被 保 険 者 に係 る保 険 料 の額 の 算定 は 、当該 第1号 被 保 険

者の資 格 を取 得 した 日の 属す る 月か ら月割 りを もっ て行 う、

2保 険 料 の賦 課即1日後 に第1号 被保 険 者 の資 格 を喪一失 した場 合 にお け る

:当該 第1号 被 保 険者邑に係 る保険 料の 額 の算定 は 、当該 第1号 被 保 険 者 の

資格 を喪 失 したlIの 属す る 月の 前llま でのlj割 りを もって 行 う、、

3保il灸 料 の賦 課lt/l日後 に 令 第38条 第1項 第1号 イ(同 号 に規定 す る 老齢

福 祉年 金の 受給 権 を有 す る に 至 った者 及 び(].)に係 る 者 を除 く、、)、ロ 及 び

ハ 、第2号 ロ 、第3一号ロ又 は 第4号 ロに該 当す る に至 った 第1号 被 保 険

'者に係 る保 険 料 の 額 は
、 当該 該 当す る に至 った 日の 属す る 月の 前1」ま で

月割 りに よ り算 定 した 当該 第1号 被保 険 者 に係 る保 険 料 の額 とナ㌦{亥該 当

す る に至 った 日の 属す る1」か ら令 第38一条第1項 第1-1,一、 第2号 、第3弓

又 は第4号 に硯定 す る 者 と して11割 りに よ り算定 した 保 険料 の額 の 合 算

額 とす る,、

4前3項 の規 定 に よ り算 定 され た当該 年 度 に おけ る 保 険 料 の額 に10011」

未 満 の端 数 が生 じる場 合 は 、 これ を切 り捨 て る もの とす るn

(保 険半十の 額 の通 宍目)

第9条 市 長 は 、保 険 料 の額 が 定 まっ た ときは 、す み やか に、 これ を納 付
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(イ呆ll灸料:!f.)

第6条 各 イ陵 に お け る 保ll餅 梓 は 、 次 の 各 号 に 拙 デる 第1号 被 保 険 者

(法 第9条 第1一 号 に 規 定 す る 第1号 被 保 険 者 を い う,、以 ド同 じ∂ の 区 分

に 応 じ、 そ れ ぞ れ 〔'1奇該 各号 に 定 め る額 とす る ,、

(1)介 護 保 険 法 施 行 イ〉(平 成10年 政 令 第412号 ,1以f・ 「令 」 とい う ,)第

38条 第1項 第1号 に 掲 げ る.者17 ,4001り

(2)

(3i

(4.}

}

令 第38条 第1項 第2号 に 掲 げ る 者26 ,100PJ

令 第38条 第1項 第3号 に掲 げ る 者34 ,800円

令 箒38条 第1項 第4一 号 に掲 げ るff43 ,50011J

令 第38一条 第1項 第5号 に 掲 げ る 者X2 ,200円

2各 年 度 にお け る保 険 料 の額 に100!1∫未満 の 端数 が 生 じる場 合 は
、 これ

を切 り捨 て る もの とす る 。

(普 通 徴収 に係 る納 期)

第7条 普 通徴 収 に係 る保険 料 の納 期(以'1・`「 納 期」 とい う1の は 、 次 の

とお りとす る,、

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

7月21日 か ら8月5日 ま で

8月21日 か ら9月5日 まで

9月21日 か ら10月5日 まで

10月21日 か ら11月511ま で

11月21Hか ら12月5日 まで

!2月21日 か ら翌 年11J5#fま で

翌 年Pl21日 か ら21j5日 まで

2前 項に規定す る納期 によ りが たい第1号 被保険者 に係 る納期 は
、市長
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第2項 の 規 定 に よ り厚 生大 臣が 定 め る額 にか か わ らず 、短期 入所 サ ー ビ

ス区分 に係 る居宅 介i隻サ ー ビス費 区分 支給 限1斐基 準 額 は 、次 の 表の 左li最1

に掲 げ る要 介護状 態 区分 及 び 同表 の 中欄 に掲 げ る短期 入所 限度額 管二理 期

間 に応 じて 、 それ ぞ れ 同 表の 右欄 に掲 げ るli数 に ー;るまで 訊 ・}宅要介 護

被 保 険 者が 短期 人所サ ー ビス区 分 に係 る居 宅 介護 サ ー ビス 又は これ に 相

当す る介護 サ ー ビ スを利 川す る こ とが で きる額 とす る、1

・← 一

i川iに 刷 怯 所限1難{管
理 期 間 の 月.数を6で 除 し

て 得 た 数 を乗 じて 得 た 目

1数(端 数 切 り1げ)

28isに 短期 入所 限 度 額 管

理 期 間 の 月数 を6で 除 し

て 得 た 数 を乗 じて 得 た 日

…数(端 数 切 り1二げ)

49日 に 短期 入所 限 度 額 管

理 期 間 の 月数 を6で 除 し

て 得 た 数 を 乗 じて 得 た 日

数(端 数切 りLげ)

(居 宅 支援 サ ー ビ ス費等 に係 る区分 支給 隈 度 基マ!l嫁D

第5条 法 第55条 第2項 の 規定 に よ り厚 生 大臣が定 め る額 にか か わ らず 、

短 期 入所 サ ー ビス区分 に係 る居 宅 芝援 サ ー ビ ス費 区 分支給 限度基準額 は・

次 の表 の左欄 に掲 げ る短 期 入所 限度 額管 理 期 間 に応 じて 、そ れぞ れ 同 表

の右 欄 に掲 げ る 日数 に至 る まで 、居 宅 要一支援 被 保ll6ミ者が 短 期 入所 サ ー ビ

ス区分 に係 る居宅 芝援 サ ー ビ ス又 は これ に相 当す る 支援 サ ー ビスを 利lli

す る こ とがで きる額 とす る 、

〔39ユloo



資 料2

藤 枝 市 介 護 保 険 条 例

(目 的)

第1条 この 条例 は 、本 市が行 う介護 保 険 に関 し、法 令 に定 めが あ る もの

の ほ か 、要 介護 者又 は 要 支援 者(以 ド 「要 介護 者等 」 とい う)の 介 護

及 び 芝援 に関す る施策 の 実 施 につ い て 、必 要 な事項 を定 め る こ とに よ っ

て 、slls"介護 者等 の保 健 、医療 及 び福 祉 の増 進 を図 り、 もって市 民 の 生 涯

福祉 の 向 ヒに資す る もの とす る、、

(一市の 責務)

第2条 市 は、 前 条 に規定 す る 目的 を実現 す る ため 、高 齢 者保 健 福祉1汁 画

との 一'体性 を確 保 した介護 保 険 事業 計ll珂を 策定 す る とと もに 、事 業 者 、

介護 支援 事 業 者、 関係 機 関 及 び地域 団体(以 ド 「事 業 者等 」 とい うの

との 連携 を図 り介護 保険 事 業 の 円滑 な実 施 に努 め なけ れ ば な らな い,,

2市 は 、次 の 各 号に掲 げ る事 項 を配 慮 しつつ 、 前項 の事 業 の実 施 に 努 め

な け れば な らない,、

(1)要 介護i者等 に 対 し公 平 で適」Eな保 健 1医 療 及 び福祉 サ ー ビス(以 ド

「介護 サ ー ビス」 とい う,,)を 提 供 す る こ と,

(2)要 介 護者 等 の介護 サ ー ビスの選択 及 び 白己 決定 を1}1{重す る こ と ,

紬N介 護 者 の 白立 に向 け た 支援 を図 る こ と ,

幽 要 介 護者 ・等に身近 な地域 で 介護 サ ー ビ スを提 供 す る こ と」

1)保 健 、医療 及 び福 祉 の連携 に配 慮 し、 介護 サ ー ビス を総 合 的 に提 供

す る こ と、、

(介 護 認 定審 査会 の二委員の 定 数)

第3条 藤 枝市 介護 認定 審 査 会 の委 員 の定 数 は 、72人 とす る,,

(居 宅 介護 サ ー ビス費等 に係 る区 分 支給 限 度 基準 額)

第4条 介護 保 険法(:,成9イ1三 法 律 第123号,1以1ぐ 「法」 とい う、)第43条

101〔38〕
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て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。

3事 業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをす

ることはありません。

第12条(契 約外条項な ど)

1こ の契約及び介護保険法等の関係法令で決め られていない事項 につ いては・介護保険法

その他関係法令の趣 旨を尊重 し、利用者 と事業者 との協議により定め ます。

2こ の契約書は、介A保 険法 に基 づ くサー ビスだけを対象と したものですので・それ以外

のサービスを利用者が希望する場合には、別途契約 が必要になります。

上記の とお り、居宅介護 支援の契約 を締結 します。

平成 年 月 日

(利用者) {kph一一
上記代理人(代 理人を選任 した場合)一一一

立会人 一一 一一
(注)「 立 会人」欄 には、本人 と ともに契約 内容を確認 し・緊急時な とに利用者 の立場に立 って

事業者 との連絡調整 等を行 え る方 がいる場合 に記載 して ください。な お・立会入 は、契約

上の法的 な義務等 を負 うものでは あ りません 。

(事業者) Ph一一
14
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資料1

第6条(利 用者の解約権)

利用者は・事業者に対しいつでも1週 間以上の予告期聞をもって、この契約を解約するこ

とができます。

第7条(事 業者の解除権)

事業者は・利用者の著 しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は
、そ

の理由を記載した文書により、この契約を解除することができます
。

第8条(契 約の終了)

1次 の いずれ かの事 由が発生 した場合は、この契約は終 了するものと します。
一 第2条 の利用者 から舗 に更新の合意がなされず

、契約の有効期間が満了 したとき

二 第5条 の利用者か ら解約の意思蓑示がなされ、予告期間が満 了 したとき

三 第6条 の条件が満 たされ・事業者 から契約解除の意思表 示がなされたとき

四 次の理由で利用者にサービスを提供で きな くな ったとき

(一)利 用者 が介護保険施設 や医療施設に入所又は入院 したこと

(二)利 用者 について要介護認定が受け られなかった こと

(三)利 用者が死亡 した こと

2事 業者は・契約の終 了にあた り必要力くあ ると認め られる場合 は、利用者が手綻 する他 の支

援事業者等への関係記録(写 し)の 引系を・介護保険外サービスの利用に係る市町村への連絡

等の連絡調整 を行 うものと します。

第9条(損 害賠償)

事業者は・居宅介護支援の実施 にあた って利儲 の齢 身 体 剣 産 に損害 を与 えた場合

には・その損害を賠償 します。ただ し・自らの責めに帰すぺ き事由によ らない場合には
、こ

の限 りではあ りません。

第10条(秘 密保持)

1事 業者 は・サービスを提供する上で知 り得 た利用者及びその家族に関する秘密及び個人

情報については・利用者 又は第三者の生命・身体等 に危険がある場合な ど正 当な理由があ

る場合 を除 いて・契約中及び契約終 了後、第三者に漏 らすことはあ りません
。

2あ らか じめ熔 によ り利賭 の 同髄 で尋た場合は、前項の規定 にかかわ らず、一定の条

件の下で情報提供 をする ことがで きます。

第11条(苦 情対応)

1利 用者は・提供 した居宅介護支援に苦情がある場合又は事業者が作成 した居宅サ_ビ ス

緬 に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には粛 業者、市町椒 は国民
健康保険団体連合会に対 して・いつでも苦情を申し立てることができます

。
2蝶 者は・苦情対応の窓噴 儲 及びその連絡先糊 らかにするととも1こ

、苦情の申立

13
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居 宅 介 護 支 援 標 準 契 約 書 案

一

第1条(居 宅介護支援の目的)

事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い・利用者に対し可能な限り居宅

においてその有する能力に応 じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切

に利用できるよう、居宅サービス計画(ケ ァプラン)を 作成するとともに・当該計画に基づい

て適切な居宅サービスの提供が確保されるよう・サービス事業者等との連絡調整その他の便宜

を提供 します。

第2条(契 約期間)

1こ の契約の契約期間は、平成_年 月_日 から平成__年_月 日まで とし

ます。

2上 記の契約期間満了 日の7日 前 までに利用者 から更新拒絶の意思表示がない場合は・事業

者 が利用者 に対 し契約更新の意思 を確認 し・契約を同一内容により更新 するときは・付属の

「契約更新合意欄 」に必要事項を記載 し、当事者が押印 して この契約書に添付 するもの とし

ます。

第3条(居 宅介護支援の担当者)

1事 業者 は、居宅介護支援の担当者(以 下 「担当者」 という。)と して介護支援専門員であ

る職員 を選任 し、適切な居宅介護支援に努めます。

2事 業者は、担当者を選任 し、又は変更する場合は・利用者の状況 とその意向に配慮 して行

うとともに、事業者側の事情 によ り変更する場合 にはあらか じめ利用者 と協議 します。

3事 業者 は、担 当者 に対 し、専門職 として常に利用者 の立場に立ち・誠意をも ってその職務

を遂行するよう指導す るとともに、必要な対応 を講 じます。

第4条(居 宅サービス計画の変更等)

1事 業者 は、利用者 が居宅サ ービス計画(ケ アプラ ン)の 変更を希望する場 合には・速や

かに居宅サー ビス計画 を変更する とともに、これに基づ く居宅サービスの提供が確保 され

るようサ ービス事業者 等への連絡調整等を行います。

2事 業者 は、利用者 が居宅サービス計画(ケ アプラ ン)の 範囲内でサービス内容等の変更

を希望する場合には、速やかにサ ービス事業者 への連絡調整等を行い ます。

第5条(サ ー ビス提供の記録等)

1事 業者は、一定期 間ごとに 「居宅サービス計画Jに 記載 したサービス提供の 目標等の達成

状況等 を評価 し、その結果を 「居宅サービス共通記録書」等の書面に記載 して・利用者に説

明の うえ提出 します。

2事 業者 は、「居宅サ ービス共通記録書」等の等の記録 を作成完了後2年 間は適正に保存 し、

利用者の求めに応 じて閲覧に応 じ、又は実費負担 によ りそのコピーを交付 します。

12
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資料1

【訪問介護サービス記録書例】

;※ この記録書様式は例示です。実際には各事業者の創意 ・工夫により作成されます
。

訪 問 介 護 サ ー ビ ス 記 録 書
Nα 事業者名

利用者氏名 生年月日 年 月 日生(歳)

住 所 電 話 1勢 女

年 月 日 時 間 サ ービス内容 課題 ・留意事項
担当者
確認印

利用者
確認印

年 月 臼 :

...

月 日

...

月 日 =

....

月 日

～: 1
月 日

～

i

月 日

ti

月 日

～
ト

...,

月 日

利用料等

....

...

訪問介護計画

上の目標達成

の状況 ・評価

利用料計; 円、 うち利用者負担額計:

...

円

～

【算定根拠 】

上記のとおり報告 します。

平成 年 月 日

_一

(事業者)戦

一__.一_ 口E

11
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1蔑懸藷 罷綴 瀦課翫'翼 醐 額 藁暑あ創慧丁顕i罰 織 ぎ覇;回 一層…1
訪 問 介 護 サ ー ビ ス 計 画 審

NO.塁 墜 置名一

利用者氏名 生年月日 年 月 日生(歳)

住 所 電 話 1男 ・女

援助の目標

目標達成のための具体的なサービス内容

実施時期 サ ー ビ ス 内 容 留 意 点 頻 度

i

備 考

上記の計画書に基づき訪問介護サービスを提供 します。

平成 年 月 日

(事業者)瓶 在地一
サービス提供 壬 名 PE

_.」 董

70
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資粕

4利 用者負担金

(1)利 用者の方か らいただ く利用者負担金は、次のとお りです。
(2鰯 艦 綴 鯉 蓋欝 発1こ基づく金額です(※または・介護保険の法定利用料

(3耀 灘 轍 響 朧 穿髪欝 関のロ座から引き落とします(弓1き落としの

総 計 円
(注)交 通費は・事業者の通常のサー ビス地域 をこえる場合にのみ必要 とな ります

。

5キ ャンセル

(1)利 用者 がサー ビスの利用の中止をする際には、すみやかに次の連絡先(又 は前記のサ _ビ
ス提供責任者)ま で ご連絡 ください。

連絡先(電 話)=一 一

(2)利 賭 の都合でサ ービスを中止1こする場舎には、できるだけサービス禾u用の前々臼までに

ご連絡 ください・前 日又は当 日のキャンセルは・次のキ ャンセル糀 申 し受1ナる ことにな り

麦旛:粥 読 細 錨1.利 用者の容態の急変など備 やむを得ない事惰があ
キャンセル料は・利用者負担の支払 いに合わせてお支払いいただきます

。
時 間 キャンセル料 備 考

サー ビス利用日の前々Bま で 無 料
サー ビス利用 日の前 日まで 利用者負担金の50%
サービス利用 日の当日 利用者負担金の100%

6そ の他

ω 禰 者がヘルパm交 代を纏 される場合 には、できる限 り対応 しますので
、前記のサ_ビス責任 者ま

で ご相談 ください。

(2)坊 ビス提供の際傭 故や トラプノレを勘 るため、次の事項に瑠 意 ください
。①襲鉱 辱離 職 灘 瑠 努叢蹴 鞭 欝 ご了承ください(家事

② ヘルパ ーは・介護保険制度上・利用者(要 介護者)の 介護や家事の準備等 を行 うこととさ

れています。家族の方の食事の準備な ど・それ以外の業務については介護保 険外のサ _ビ
スとな りますので、ご了承 ください。

③ ヘルパーに対する贈 り物や飲食等の もてな しは、ご遠慮させていただきます。

;>C-L起 嫉あ一く蓬でご例で丈守,刑男資に対丈ゑ注1嚢峯ぞ亘等があれぽ藁≧:{ど詑載ざ矛ぼ}ヨ ……騨:
サ ービス契約に当た り上記の とお り説明 します。+

年 月 日

(事業者)所 在地

___

」難 . _._一L
9

107(32)



神 余 川 ノく学 法'};二研 究 所1研究 年 報18

(注)サ ー ビス説囎 は、別紙1一 別紙7の.;;_あ りますが・ ここでは訪 問介護(ホ ー

ムヘルプ)の み を例 として紹介 します。

【男1」条氏11
訪 問 介 護 サ ー ビ ス 説 明 書

1薩 暴茗雛
サービスの暢 指定の購 に応じて選択されたサービスを提供します・

【芝一勇 毒ii穰 奪 区aL-一 一一・一一一・一一 一… ・一… …'… 噌で 蒙 事 援 莇 ヲ 『一響… 一… … 皿一一'一

①起床介助 ⑧食事介助

羅 罷着 鋒欝 助

灘1一 髪⑫その他(

①調理

藻 掃腱 理整頓
)難1撫

,

曜 日 1時 間 帯i内 容(身 体介護)
内 容(家 事援助)

1) 曜日 →

2> 曜日 '噌 一 や」

3) 曜日 庁
r

4) 曜日 J
一.,'.,

ti

曜日

ti

)

(2)サ 叱 醍 供 に当 たっては謂 ・」添の 「調 催 サービス計画」に1合って計酌 に提供 しま

(3㍉ 一ヒス内容の詳細 について{ま、別添の 「サー ビス内容詳縮 忍票」により利用者 の希望

を確認 した うえで実施 します。

2

(1排 護 潔 馨 際に繭 ら禰 定められた 「訪問介護サービス記録書」等の書面

に必要事項を記入 して、サービス提供終了時に利用者の確認を受1ナます・

(2}響 薫 灘 さ愚鐵尋諺繍 黙 鵯 猫 乙灘 窪甥 暑
面 を作成 して、利儲 に説明のうえ交付(す るとともに・偲 支騨 業者に書是出)し ます・

(3)験 者は 、前記のr調 介護サービス記鋤 等の記録 を作成完了後2年 間は適正に保管 し・

利用者の求めに応 じて閲覧に応 じ、又は実費負担によ りその写 しを交付 します。

3サ ービス提供責任者等

ω 坊 ビス提供の責任者(サ ービス ・コーデ ィネーター)は ・次のとお りです・

(2)坊 ビスについて ご相談や不1融 ある場合には・どんなことでもお寄せ ください・

氏名=連 川先 電評:一 一

(3)サ ービスを提供す る主な訪問介護員(ヘ ルパー)は 次の とお りです。なお・事業者の都合

により訪問介護員を変更する場合は、サービス提供責任者 から事前に連絡 します。

主な訪問介護員の氏名=

S
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資料1

L
一一

(注)「 立 会人 」欄 には、本人 とと もに契 約内 容を確言忍し、緊急時な どに利用者の 立場 に立 って

事業 者 との連絡調整 等 を行 え る方 が いる場 合に 記載 して ください。なお 、立 会人 は、契約

上の 法的 な義務等 を負 うものでは あ りませ ん。

J

(事業者) 一 一一
私は居宅介護サービス計画(ケ アプラン)作 成者として、この契約の内容がこれに沿

った内容であることを確認 しました。

平成 年 月 日

(介護支援専門員)住 一一

7
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第9条(損 害賠償)

事業者 は、サ ービスの提供 にあたって利用者 の生命 ・身体 ・財産 に損害 を与えた場合には 、

その損害 を賠償 します。ただ し、 自らの責め に帰すべき事由によらな い場合には、この限 り

ではあ りません。

第10条(秘 密保持)

1事 業者は、サー ビスを提供する上で知 り得 た利用者及 びその家族 に関する秘密 ・個人情

報については、利用者又 は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある

場合を除 いて、契 約中及 び契約終了後 、第三者に漏 らすことはありません。

2あ らか じめ文書によ り利用者の同意を得 た場合は、前項の規定にかかわ らず、一一定の条

件の下で情報提供 をすることがで きます。

第11条(苦 情対応)

1利 用者は提供されたサ ービスに苦情 がある場合 には、事業者 、介護支援専門員、市町村

又は国民健康保険団体連合会 に対 して、いつでも苦情 を申し立てることができます。

2事 業者は、苦情対応の窓Q責 任者及 びその連絡先を明 らかにするとともに、苦情の申立

て又は相談があ った場合 には、迅速かつ誠実 に対応 します。

3事 業者は、利用者 が苦情 申立て等を行 ったことを理由として何 らの不利益 な取扱 いをす

ることはあ りません。

第 槌条(契 約外条項等)

1こ の契約及び介護保険法等の関係法令で決め られていない事項につ いては、介護保険法

その他関係法令の趣 旨を尊婁 し、利用者 と事業者の協議 によ り定め ます。

2こ の契約書は、介護保 険法に基 づ くサービスだけを対象 としたものですので、それ以外

のサービスを利用者が希望す る場合 には、別途契約が必要にな ります。

上記の とおり、居宅サ ービスの契約を締結 します。

平成 年 月 日

(利用者) 一一
電孟_一

上記代理人(代 理人を選任 した場合)

住亟二__一 一一

名亘L__一 PE

人会立「 1
6
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1事 業者 は・サービス を提供 した際 には・あ らか じめ定めた 「サ ービス提供記録書」等の書

面 に必要事項 を記入 し、利用者の確認 を受けることとします。

2事 業 者は・一定期間ごとに1サ ービス提供の状況、目標達成の状況等について 「サ_ビ ス

提供記録書」等の記録 を作成 して、利用者に説明のうえ提 出 します。

3事 業者 は・「サー ビス提供記録書J等 の記録を作成 した後2年 間は これ を適正に保存 し
、

利用者の求めに応 じて閲覧 に応 じ、又は実費負担によりその写 しを交付 します。

第5条(利 用者負担金及びその滞納)

1サ ー ビスに対する利用者負担金 は・サー ビス ごとに別紙 に記載 するとお りと します
。

なお・利用者負担金 は関係法令 に基 づいて決め られているもの であ るため 、契約期間中

にこれが変更にな った場合は、関係法令 に従 って改定後の金額 が適 用され ます
。

2利 用者 が正当な理 由な く事業者に支払 うべき利用者負担金 を2ヶ 月分以上滞納 した場合

には・事業者は1ヶ 月以 上の期 間を定めて、期間満了までに利用料 を支払わない場合には

契約 を解除する旨の催告 をすることがで きます。

3前 項の催告 を したときは・事業者は、居宅サービス計画 を作成 した介護支援事業者 と協

議 し・利用者の 日常生活を維持する見地 から、居宅サービス計画の変更、介護保険外の公

的サー ビスの利用等について必要 な調整を行うよう要請するもの とします。

4事 業者 は・前項 に定め る調整の努力 を行 い、かつ第2項 に定め る期間が満 了 した場合 に

は、この契約を文奮によ り解除す ることができます。

第6条(利 用者の解約権)

利用者 は・事業者に対 しいつでも1週 間以上の予告期間をも って 、この契約 を解約するこ

とがで きます。

第7条(事 業者の解除権)

事業者は ・利用者(か著 い 、不信行為によ り契約の継続が困難 となった場合 は、その理 由を

記載 した文書によ り・ この契約 を解除する ことがで きます。この場合 、事業者 は、居宅サ_

ビス計画(ケ アプラン)を 作成 した介護 支援事業者にその旨を連絡 します。

第8条(契 約の終了)

次の いずれかの事由が発生 した場合は 、この契約は終了するもの とします。
一一 第2条 の規定によ り事前に更新の合意 がなされず

、契約の有効期間 が満了 した とき

二 第4条 の事業者 から解除の意思表示がなされたとき

三 第5条 の利用者か ら解約の意思衰示がなされ、予告期間が満了 したとき

四 第6条 の規定に より事業者 から契約解除の意思表示がなされたとき

五 次の理由で利用者 にサ ービスを提供で きな くなった とき

(一)利 用者 が介護保険施設や医療施設に入所又は入院 したこと

(二)利 用者 について要介護認定 が受け られなかったこと

(三)利 用者が死亡 したこと

5
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居 宅 サ ー ビ ス 標 準 契 約 書 案

一

第1条(サ ービスの目的及 び内容)

1事 業者 は、介護保険法等の関係法令及 びこの契約書に従 い・利用者 に対 し可能な限 り居

宅において その有する能力に応 じて自立 した日常生活 を営 むことがで きるよう・次の介護

給付 の対 象となるサービスを提供 します。

ロ①訪 問介護(サ ービス内容=別 紙1)

口② 訪問入浴介ax(サ ービス内容:別 紙2)

口③ 訪問看護(サ ービス内容=別 紙3)

口④訪問リハビリテーション(サ ービス内容 二別紙4)

ロ⑤通所介護(サ ー ビス内容:別 紙5)

日⑥通所リ1、ピリテーション(サ ー ビス内容:別 紙6)

ロ⑦福祉用具貸与(サ ー ビス内容:別 紙7)

上記サ ー ビスの うち、 の_つ のサービスを提供 します。

2そ れぞれのサー ビス内容の詳細 は、別紙_～ 別紙_に 記載の とお りです。

3提 供 す るサ ービスの種類又は内容 を変更す る場合には・付属の 「契約変更 ・更新合意欄 」

の概要欄 に必要事項を記載 し、記名押印の うえで・変更内容に係る別紙を追加 して添付 し

ます。

第2条(契 約期間>

1こ の契約の契約期間は 、平成__年_月 日から平成 年 月_Elま で とし

ます。

2上 記の契約期間満 了日の7日 前 までに利用者 から更新拒絶の意思表示がない場合は・事業

者が利用者に対 し契約更新の意思 を確認 し、契約を同一内容により更新するときは・付属の

「契約 変更 ・更新合意欄 」の該当欄に必要事項を記載 し・記名押印 します。

第3条(個 別サービス計画等)

1事 業者 は、利用者の 日常生活の状況及びその意向を踏 まえて・利用者の 「居宅サービス計

画(ケ ァプラン)」 に沿 って必要 とな るサ ービス種類 ごとに 「個別サービス計画」を作成 し・

これに従 って計画的 にサービスを提供 します。「個別サービス計画 」を作成 した場合は・利

用者に説明の うえ提 出 します。

2事 業者 は、利用者がサ ービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で・その変更が

「居宅サ ービス計画(ケ アブラン)」 の範 囲内で可能な ときは、速 やかに 「個別サービス計

画」の変 更等の対応を行 います。

3事 業者 は、利用者 が 「居宅サ ービス計画(ケ アプラ ン)」の変更を希望す る場合は・速や

かに介護支援事業者への連絡調整等の援助 を行います。

第4条(サ ービス提供の記録等)

4
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資料1

【参考1 サービス利用の手順 と契約の時点

● サ ー ビ ス利 用 に至 る 全体 の 手 続 の 勧 ・で ・契 糖 の締 結 が ど う雌 づ け られ る カ・に つ いて示 しま

した 。(利 用 者に 対 す るPRに あ た って は ・ こ う したサ ー ビス 利 用 全体 の 手 順 の脱 明 や
、契 約 時 の

留 意 事 項 、地 域 の支 援事 業 者 等 に関 す る情 報 提 供 と ともに行 いま す)

要介護認定の申請

要介護認定の通知

【在宅サ ービスを受けたい場合】

蒙 こ の 時

た だ し

{u:1
}}i居 宅 サ

介護支援事業者の選定

介護支援事業者への相談

居宅サービス計画案作成の依頼

居宅サ ービス計画(案)の 提示

介護支援事業者との契約
,一 鴨}層

計画案
噛 國 一 一-

勲 この間

行 わ れ

…:rL十 分 な1

_*. 一ビス担 当者会識等の連絡調整

居宅サ ービス計画への同意(確 定)

居宅サー ビス事業者 との契約
串

、 この段 國

容 や利 月

… サ ービスの計画的な提供i
■ ● ■

6
r

ド≒ 各サ ービス事業者 からの定期的

施設入所は直接契約します。

【施 設 に入所 した い場 合 】
コ

i介 護保険施設への相談

is
1介 護保険施設 との契約

この 時点 で 「支援 契 約 」 を行 う こと もあ ります 。

ただ し、契 約 後 もキ ャンセ ル は 自 由で す。
u.,居 宅 サー ビス 計画 の仮 案 を 示 して も らい ます

計 画案 が よい と思 えぱ 事 業者 を決め 、契 約 します
。l

l

支擾

爽杓書

:r,十分 な 説 明 を 受 け て か ら 同 意 し ま す
。

,,こ の段 階 で各 事業 者 と契 約 します 。:サ ー ビスの 内

齢 鰍 鵬 匡』

介護支援事業者 の点検評価 ・報告 き1事 業者は記録をとっていますの
で 定期 的 に 報告 を 受け て 下 さい

。

苦情 の 相談 ・申出

2巡 目

.::
:…;け一 ビス に不 満 や苦情 力・あれ ば

事 業 者 や市 町村 等 に苦 情 申出 を
。

要介護認定更新の申請 ii$要欄 定の有効輔 が切欄 に申講します
.

あとの手続は同じですn

要介護認定の更新

介護支援事業者との契約更新

各サ ービス事業者との契約更新

囎 各 サービスの提供(継 続)

ゴ 契約 の有 効期 間は 、要介 護 詔 定 の有 効期 間 に合 わせ

るの が通常 で すの で 、 こ こで 契約 を更新 します
0

この時 点で 事業 者 や契 約 内 容 を見画 す こと も可能
。

3
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3か ながわ版標準契約書案の特徴 と規定例

○ 介護保険の介護サ ービスにつ いては・い くつかの団体等から標準契約書 が提案さ

れて いますが(名 古屋弁護士会 ・名古屋市、シルバーサービス振興会等)・それ らを参考に し

な がらも、当振興会では次の特徴 をも った標準契約書案と しました。

i① 適切 なサービスを総合的に提供するために必要な対応 を定めま した
1

(例)・ 一事業者が複数のサー ビスを提供する場合を想定 して・7種 類の在宅サー ビスを1

冊の契約書で締結 し、総合 的に実施で きる仕組みに したこと
・個々にサ ービス計画書 を作成 し、計画的にサービス提供を行 うものと した こと

.サ ー ビスを提供 した ときは、その実施状況 と目標達成の成果 を記録書に まとめ・定

期的に利用者に報告するもの とした こと
.介 護支援専門員(ケ アマネ ジャー)は 各事業者のサ ービス提供の状況 を把握 し・定

期的 に評価 を行 って、利用者に報告するもの とした こと

i② 契約上の不利益 や トラブルか ら利用者 を保護することを基本 と しま した
1

(例)・ 利用者か らは1週 間の予告期間があればいつでも契約 を解約できるものと した こと
.利 用者の都合 でキ ャンセル した場合のキヤンセル料 に制限を加えた こと(原 則と し

て 、前々日までのキャンセルは無料 、前 日は利用者負担金の50%等 と した。ただ し・

容態の急変な と緊急やむを得ない事情がある場合は不要 とした)
.利 用者負担金(1割)の 滞納の場合 において・事業者か ら契約の解除 を行 うために

は合計3ケ 月の猶予期間を置 く必要があること
.事 業者が利用者の身体 ・財産等に損害を与 えた場合の賠償義務を明記 した こと

・利用者の個 人情報は、本人の同意書がなければ使用で きないものと したこと

i③ 必要最小限の事項を定めたシンプルでわか りやすし喫 約書 としました
9

(例)・ 契約書の条項 を必要最小限の規定(12条)に 絞 った こと
・特殊 な法律用語等を避けて 、できるだけわか りやす い衰現 を したこと

・契約書 には 「サービス内容説明書」を添付 し・具体的なサ ービス内容 を確認 した う

えで契約するもの としたこと(例:ホ ームヘルパ ーの具体的サービス内容の確認 ・

ヘルパーの交代を希望 する場合の対応義務等)

・「利用者負担金」について算定の根拠や交通費の要否等の内容を明記 した こと

4広 報 周知 の取 組 み

○ この標 準契 約 書例 につ いて は 、市町村 、県 、関係 団体 等 と連 携 して ・広 く利 用者 ・

事業 者 等 への 普及 を図 って い ます 。今後 とも充実 を図 りますの で ・ ご意 見 があ る場

合 は(社)か な がわ福 祉 サ ー ビ ス振 興会 まで お寄 せ くだ さい。

【利 用者 に対す るPR1

・福祉サ ービス情報誌rか ながわ福祉ぺん り帳』・インターネッ ト(か ながわ福祉情報 コミ

ュニテ ィ ・http:〃www,rakuraku.or・1P)等 で情報提供。

・各市町村 が配 布する冊子等のなかに掲載 し、契約 時の注意事項 ・契約 トラブルの際の相

談窓ロ等 とともに、契約書案につ いて情報提供 を行 う。

【事 業 者 に 対す るPR】
・冊子に まとめて有償頒 布するほか、県、関係 団体等 と連携 して・事業者説明会 、 ビジネ

ス ・セミナー、介護支援専門員研修等において情報提供 を行 う。

2
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資料1

か な がわ版 「介 護 サ ー ビス標準 契 約 書案 」の概 要

～サ ービスの質の確保 と利用者の保護をめざ して
～

1基 本 的な考え方

○ 来年4月 の介灘 険制度の施行に伴 い・サ叱 ス稠 の形態が従来の 「措置」 わ、

ら 喫 約」に轍 することに伴い・孝山用者 と事鵜 の契欄 係の明確化等 を図 るに

は 「契約書」 を締結することが必要 とな ります
。

○ この契糖 につ いては・利::の 状態 を常1こ把握 し適 切なサゼ スを総合的に

提供するために事業翻 の励 連携 姻 ることによ りサ1_Mス の質 を確保 するとと

もに・法的な知識 や判断能力が粉 でな腰 介護の高齢都 不測の不利益 を受 けた

り・契約 トラブルに巻 き込 まれることを防止する必要があ ります
。

○(社)か ながわ福祉サ ービス顯 会では・介謝 一ビスの質を確保 し、利儲 の立

場 を保護するため ・平成iii度 に 「介護保庭嬢 務課題検討餓 」搬 置 し
、神奈llI県

・横浜市(保 険者代表)1弁 護 士混 間事業者等の参加 を得 て
、「介護サ ー ビス標準

契約書案」を作成 しま した。

○ 事業者及 び利用者の皆 さまに広 くご活用し、ただ くよう提案するものです
。

2か ながわ版標準契約書案の構成

○ 騨 契糖 案は・介護保険制度における法定サ叱 ス(16種 類)の うち
、在宅サービスの中心 とな る次の8種 類 を対象 とします

。

【対象 サ ー ビス 】

在宅 サ 　 ビス(訪 問 系)=訪 問艦 ・訪 問入 浴介 言蔓、訪 問看護 、訪 問 リハ ピ リ
テ 』 シ ョ ン・通所 介 護 ・通所 リハ ビ リテ ーシ ョ ン

、福祉 用 具 貸与 の7種 類

居 宅介 護支 援(ケ アマ朴 ジ・一が手テうサービス計画の作鵬 の垢 ビス璋1種 類

○ 標準契約書案には・「サ ービス契糸勺書」のほか潔 約と密接 な関係 をもつ 「サー
ビス内容説明書ム 「重要事項説明書」等の附属書類 を添付 して います

。
X

、

、
、

、
、

① サービスの目的及び内容

② 契約期間

③ 利用料(負 担金)及 びその滞納

④ 利用者の解約権

⑤ 事業者の解除権

⑥ 契約の終了

⑦ 損害賠償

⑧ 秘密 ・個人情報の保護

⑨ 苦情対応 等の)2条

サ ー ビ ス 契 約 書

第1条OOOOOOO

第2条OOOOOOO

第3条OOOOOOO

※ 「居宅介謹支援」の契約書も同様の構成

1
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介護保険制度における

介護 サ ービス標準契約書案

目 次
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・ 主
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1

居宅サービス契約書関係
①一 【本文】
②1,、1・ ・ 描 一 き 日 謹

4

8

【参考ユサービス内容詳細確認票

別紙2

別紙3

別紙4

別紙5

別紙6

別紙7

訪問入 浴介護サ ー ビス説明書

訪 問看護 サー ビス説 明書

訪 問 リハ ビ リテー シ ョン説 明書

通所 介護サ ー ビス説明書

通所 リハ ビ リテ ーシ ョン説 明書

福 祉用 具貸与説 明書

③重要事項説明書(共 通版)

④個人ll青報使用同意書(サ ービス事業者用)

ll居 宅 介 護 支援 契 約 書 関係

① 自 描a
主T`盆 安 【本 文 】 12

②別紙 居宅介護支援説明書

③重要事項説明書(介 護支援版)

④個人情報使用同意書(支 援事業者用)

平 成11年11月

(社)か な がわ福 祉サ ー ビス振 興 会

(注)こ の 「抜粋版」では上記の下線部の文書等を掲示 しています・

その他の 文書等 については、今後冊子等に とりまとめて提供 します0
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高齢社会における消費者被害をめぐる問題点

しか しなが ら、私 た ちは 、 この聞 、介護 保 険 制度 下 にお い て要 介護 者等

を支 えて い くため に、 それ ぞ れの 地域 にお い て 、情 熱 を もっ て課題 に取 り

組 んで お られ る 多 くの ヘ ル パ ー、 ケ アマ ネー ジャー等 の ノ/々、 さ らには 、

熱 意 あ る行 政職 員 に援 す る こ とが で きた 、,こ れ らの 人 々の 努 力 に よっ て 、

多 くの困 難 な課 題 が ひ とつ ひ とつ 解決 され て い くもの と思 われ る 、

私 は・ 本稿 にお いて 取 り扱 った問 題 をめ ぐって 、 多 くの 方 々か ら貴重 な

御教 示 を いた だ い た.そ の中 で も、特 に印 象深 く想 起 され る の は 、あ る市

の 介護 保 険 課の 係長 が 「市 町村 が 保 険者 にな っ て はい け な い と思 い ます 」

と語 ってお られ た こ とで あ る1,市llr∫村 は保 険 者 にす ぎな いの で あ り、個 々

の サ ー ビスの提 供 は 各事 業者の なすべ きこ とで あ る とい う認識 に立脚 す る

の で は な く一1∫町 村 の介 護保 険 に関す る業 務 そ れ 自体 を住民 に対 す る福 祉

サ ー ビス と考 えるべ きで あ る とい う信 念 の下 に 、 各種 事 業を 策定 し、実 施

しよ う とす る姿 勢 に は、教 え られ る ところが 最 も 多か った こ とを
、 こ こ に

書 き記 してお きた い と思 う(ち なみ に 、 卜記 の 考 え 方は 、社 会 保険 医 療 に

お け る契約 の'll事 者 につ い て 、保険 医療 機 関 と被保 険 者(患 ・T1で あ る と

解 す る0)が ・般 的で あ る(莇 立 明=中 非 美 友ll{編『医 療 過誤121』(1994・4)

65頁 〔高蔦 英弘 〕、'直1;野耕 毅 『医療 契 約 法 の理 論』q997・1)106頁 一参照)

が ・ 裁判例 お よ び学 説 の 考 え方 は帰 ・・して お らず(大 野 真 義i編 「現 ヂに医療

と医事 法 制 』(1995・11)33頁 〔野 田寛 〕参1{(D 、契 約'}i事 者は保 険者 と被

保 険一者で あ る とす る少数 説 σ)ほか に、保 険 者 と保 険 医療 機 関が 契約 の 当 事

者 で あ る とす る裁判 例(大 阪地 判 昭60・6・28判 例 タ イム ズ565号170頁)

お よび少 数説(新 美 育 文 「診ジ云ξ契 約 論 で は 、 どの よ うな点 が未 解 決 か」 椿

寿 夫編 『講座 ・現 代 契約 と現 代債 権 の展 望 第6巻 』(1991・10)266頁)も

存在 す る とい う事 実 を も考 え あわせ る と、い っ そ う興 味深 い ものが あ る,,

「介 護保 険 か らの給 付 は 、在宅 サ ー ビスで はナ シ ョナ ル ミニ マ ム で あ る」

とい わ れて お り、(自 巾 診療 に相 当す る)自 費 に よ る サ ー ビ ス購 入 が 多 く

なる点 も考 慮 すべ きであ るが 、先 にふ れた モ デ ル契約 書 の あ り方 を考 え る

に あ た って も、 有 益 な示峻 が 含 まれ て いる よ うに思 わ れ る) 、

ll7〔22〕



神奈111大学法`t,二fi汗究所filf究年1ζla8

を実 施 して い る場 合 に は 、知事 の指 定 を受 け て 、居宅 サ ー ビス事 業 や 施 設

サ ー ビ ス事 業 を行お うと して い る事 業 者 に 、登録 の働 きか け を行 う こ と に

よ り、相 当程 度 の効 果 を期 待 す る こ とが で きるの で は ないか とい う意 見 も

存 在 した(ち なみ に、平 成10年 度 には設 備 一L事業 者(水 道工 事業 者)か ら

の 登録 が 多 くあ ったが 、 これ は規 制緩 和 に よ り県営 水道 の工 事 を行 う こ と

が で きる事 業 者 の範 囲が 拡 大 され た こ とを契機 に 、県 か ら事 業 者へ 登 録 の

働 きか け を行 った こ とに よる もの であ る との こ とであ る(神 奈 川県 県 民 部

情 報 公 開 課r平1茂10年 度 か なが わ の情 幸1松開 ・個 人儲 乏保 護 運 用状 況 鱒 く

幸1乏{,耗讐=』(1999・6)85」 ∫f))、,

10お わ り に

以.Lみ て きた ほか に も、情 報 提 供体 制(そ の前提 と して のサ ー ビ ス評 価

のあ り方 が 大 きな問 題 とな るで あ ろ う)や 指 導監 視 体制(都 道 府 県 や 政 令

指定 都市 等 にお い て は 、消 費生 活 条例 にお け る 、調査 、指 導 、勧 告 、公 表

の制 度 の積 極 的 な活 用が 検 討 され るべ きで あ ろ う)等 、検 討 すべ き多 くの

問 題が 存 在 す る 、.しか しなが ら、以 ヒの よ うな不 十 分 な検 討 に よ って も、

介護 保 険制 度 の ドにお け る消 費者 被害 の未 然 防 止お よび救 済 をめ ぐっては、

なお 、検 討 され るべ き多 くの問題 点が存 在 して い る こ とは明 らかで あ る 。

特 に 、消 費者 問 題 の視i-f.iからの問 題点 の 発掘 ・検 討が 乏 しい とい うこ とが

で きる よ うに思 われ る(最 近 発行 された三和総 合研究所編 ・SRICREPORT

5巻2号(2000・3)は 、特 集 「介護 サ ー ビス にお け る消 費者 取 引」 と し

て 、陰lll和 也 「契約 のあ り方 をめ ぐる動 向 と論 点」、 峰 島千 草 「福 有1ニサ ー

ビ スにお ける情 報提 供 をめ ぐる動 向」、 島崎 麻子 「利 丹1者保 護 の仕 組 み を

め ぐる動 向 と論 点 」、1玉1府川文 則 留ll齢 者介護 サ ー ビ ス の評 価 をめ ぐ る動

向 と論 点 」 を掲 載 し、「今 後 の対応 課題 」 を提 起 して い る(同65頁 以 下)),,

現 状 の ま まで は 、介護 サ ー ビ スの利 用 者の権 利 が侵 害 され る とい う事態 は、

不可 避 で あ ろ う。
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高齢社会における消費者被害をめぐる問題点

この よ うな問 題 は ・あ る い は 、そ れ ほ ど一重要 な もの とは思 われ ない か も

しれ な い,,Lか しなが ら・ 介1灘 険 制 度 の ドにお け る1}・償 澱 害 を考 え る

場 合 に は ・ この よ うな細 か な問 題 点 につ い て も、 紛 な検 討 を行 って お く

必 要 が あ る・ そ の 例 とす る意 ロ柴鎌 ね て 、 シ ンポ ジ ゥム資 料 に も、取 り

込 ん でお い た1二、

9個 人情報保護

民 間 部 門 にお け る個 人情 報 の 保護 の 問題 は 、 多 くの消 費 者問題 の中で も、

もっ と も取 り組 み が遅 れ てい る もの の1つ で あ る、、

介 護保 険 制 度 の ドにお い て は 、要介 護 蹴 や 介1言勢 ト ビス計 画の 作1,肋

過 程 ・ さ らに は 各種 のサ ー ビス提 供 の過 程 にお い て 、 廻 レ灘 等 の心 身 の

状 況 や資 産状 況 に関す る詳細 な情 報が 事 業 者に 蓄積 され るr1」.能性 が大 き い

ため 、事 態 は きわ め て深 刻 であ る ,、

そ のた め 、指 定 を受 け よ う とす る事 業 者 が 満 た さなけ れ ば な らない 基 準

の うち、 た とえば 、指 定居 宅 サ ー ビス等 の事 業 の 人員 、設 備 及 び運営 に関

す る基準 は ・「秘密 保 持 等」 と して 、「指 定 訪 問 介 護事 業所 の従 業 員は 、 正

当な理 由 が な く・そ の 縮 一椥 り得 た棚1徽 び そ・り家族 の 秘密 を漏 ら し

ては な らない」 と規 定 してい る(同 第33条 第1項) 1.

しか しなが ら、 この程 度 の規 制 に よって 、要 介 護者 お よび その 家族 等 の

個 人情 報 の保 護 が 十分 で あ る と考 え る こ とは 困難 で あ る,、よ り実 効性 あ る

施 策が 検 討 され るべ きであ ろ う,.

シ ンポ ジ ウム等二にお いて は 、 この問 題 につ き、 卜分 な検 討 を行 うこ とが

で きな か った が 、 その 準備段 階 に おけ る意 見 の 中 には
、 神奈川県の よ うに、

個 人情 報 保護 条 例1こ基 づ い て 、陣 業 者 の保 有す る/l砿 情 報 の 取 扱 い に1周

す る指針 」 を作 成 し・個 人情 報取 扱 業 務 登 録 制度(事 業 者は
、 県 内で 行 う

個 人情 報 の取 扱 に係 る業 務 に関 し、業務 の 名称 お よびB的1個 人情 報 の 取

扱 の概 要そ の他 …定 の事項 につ い て 、知 事 の 登録 を受 け る こ とが で きる)
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は 、 原 告 に対 し 、 本 件 契 約 を締 結 した 日の 翌 々 日で あ る 昭 和 五 八 年 六 月

一.日 に 発 送 した 内 容 証 明 郵 便 を も っ て 本 件 契 約 を 解ll看ミす る 旨 の 意 思 表 示

を した こ と 、 被 告 は 、 本件 契 約 を解 除 した 後 、 原 告 と被 告 との 問 で ・ 昭

和/11八 年 六 月 ・口 夕方 か ら同 年 六 月1=fiま で に 電 話 あ る い は 被 告 の 部 屋

の ドア越 しで 再 ・iit;し合 い を した こ と 、 被 告 は 昭 和 五 八 イ「六ll-{日 仙 台

一市 の 緬 剤 繭 陪1鞘 費 緬 斉課 訓1費 ・器 精 相1淡 の 窓 口 を 訪 ね 洞1}果 の 主

事 訴 外 松 島愛 子 とi臼i接 し、 本 件 契 約 につ い て 指 導 を受 け た こ とが 認 め ら

れ 、 こ れ らの 事 実 及 び本 件 全 証 拠 を も っ て して も、 右 原 告 の 再 抗 弁 事 実

を認 め る に 足 りる証 拠 が な い.,し た が っ て 、 再抗 弁2は 理 由 が な い,

本判 決 に よれ ば、訪 問 販売 法 第10条 第2項 第1号 の規定 が 適 用 され るの

は 、σ蜘 牒 者等 と1[傲 欝 との 問 に平 弄;から同禰 品等 の取 州 騨 が 存

侃 、かつ② 購 緒 等 酬111に 骸 酬1等 の1溝人等 を洲 臓 売0功 法 に よ っ

てす る意 思 が 〕ワめ(す な わ ち、 来訪 を依 頼 した時 、ll風で)存 在 した場 合 に限

られ る こ と とな る,立 法 趣 旨(通 商 産 業 省産業 政 策局消 費経 済 課糾lii『平 成

12年 版 訪 問販 売等 に関 す る法 律 の解 説 』(2000・3)214頁)を 根 拠 に ・L

記 の規 定 の適 用 に関 して厳格 な解 釈 を採 用 した本判決 は、前記 の ようなケー

ス にお け る被 害救 済 の あ り方 を 考え る際 に 、重 要 な事 例的 意茸隻を有 す る・・

な お 、本判 決 につ いて は 、「消 費 者 に話 を持 ちか け た 第 三 者 の 立 場 が ・

販 売業 者 との 間で 紹 介報 酬 の授 受』な どの提携 関係 が あ れ ば 、適 用 除外 規 定

に該 当 しない こ とは明 白 で あ るが 、そ う した内 部 関係 は ・消 費 者側 か らは

容 易 に解 明 で きない,,そ こで 、本 判 決 の よ うに 、第.{者 の働 きか けで 販 売

業 者 の 来訪 を応諾 した場 合 は 、消 費 者 の主 体 的 な⊥/疋引意 思 に よ り来訪 を請

求 した もので ない とい う点 を厳格 に判 定 す る こ とが 有 効で あ る」 との 指 摘

が あ る(シ ンポ ジ ウム資 料15の 石 戸 谷鷺 ほか 『訪 問 販売 法 ハ ン ドブ ッ ク』

(1.997.6)36頁).本 判決 の立場 か らは 、「第 三 者の 働 きか け」 の 問 題 は 前

記 の 第2の 要 件 が実 質的 に 充足 され たか 否 か に関す る もので あ り、第1の

要 件 が充 足 され ない 限 り、問題 とす る必 要 はない こ ととな ろ う.

〔19〕120



高齢社会における消費者被害をめぐる問題点

で・買 わないで もよいか ら一度見てみた らといった ところ被告が呉 服 を

見 ることを承知 した こと・それで、栗原が原告代表者大崎 と古川 を案 内

して、右錦 寮の被告の部屋 を訪 ねたこ と、被告 は古川が持参 した反物 を

見 て・エ ンジ色の附下 と喪服 を購 入 す るこ とを決め
、古 川 か ら納 品書

(略)と 内金一〇〇〇円の領収書(略)を 受 け取 ったこ と
。

右認定 に反す る証 人栗原駒子 の証言 は、信用 するこ とがで きない。

2原 告 は被 告主張の契約解 除は無効である と主張す るけれ ども
、原

告 の主張す る訪問販売法一〇条三項一号 の規定 は、同法の訪問販 売 に対

す る規 制が もっぱら押 し付 け販売 的な ものか ら消費者 を保護す るこ とに

目的があ り・ したが って 日常生活 において支障 な く行 われている同様 の

形態の取引について まで規制 を及 ぼす もので はな く、また、それ に よっ

てこれ らの取 引に無用の混乱 を生ぜ しめ ることは避けるべ きことか ら
、

販売業者が、購入者 か ら自らの住居 に来訪 して商品 を販売す るよう依頼

され、その依頼 に応 じて購入者 に対 し住居 において行 う販売行為 に適用

される ものである。 この場合 は、購 入者 と販売業者 との間に平常取 引関

係があ りまた、購入者の側にあ らか じめ訪問販売 の方法 によって商品 を

購 入す る意思がある と考え られ るので、 この ような場合 にまで同法 を適

用す る必要が ないため、同法四条か ら七条 までの規定 を適用除外 した も

の と解 するのが相 当であ る。

3そ こで本件 についてこれ をみ るの に、前記認定 した事実及 び本件

全証拠 を もって して も、原告 と被 告 との間に平常か ら呉服の取 引関係 が

あ り、 また、被告が あらか じめ訪問販売の方法 によって呉服 を購入 す る

意思があ った ことを認 めるに足 りる証拠 はない。 よって、再抗弁1は 理

由が ない。

四 再抗弁2に ついて

原告は被告が昭和五八年六 月一 日夕刻 ころ、本件契約の解除 を撤 回 す

る旨の意思表示 を した 旨主 張す るが 、 抗弁 で認 定 した事 実並 び に 〈書

証〉 、証人松 島愛子の証言及び被告本人尋 問の結果 を総合す れば
、被告
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示 をした、 と抗弁 した ところ、原告 は、本件契約は(当 時の)訪 問販売 法

第10条 第3項 第1号 の 「その住居 において売買契約の 申込み を し、又 は売

買契約 を締結す ることを請求 した者 に対 して行 う訪問販売」 に該 当 し、 同

法 第6条 第1項 は適用 されないか ら、被告の契約解 除は無効 である(再 抗

弁1)、 仮 に被告の契約解 除が認め られ る として も、被 告 は原告 に対 し、

附下(代 金55万 円)の 売買契約の解除 を撤 回す る旨の意思表示 を した(再

抗弁2)、 と主張 した ものである。

本判決 は、次の ように判示 して、原告 の訪問販売業者 の請求 を棄却 した

(個人名 は仮 名 とした)。

一 請求原因事実は当事者間に争いが ない。

二 抗弁 について

〈書証〉 によれば、昭和五八年六 月i原 告 に到達 した書面 を もって

被告 が本件契約 を解 除す る旨の意思表示 を した ことが認 めることがで き

る。 よって、抗弁 は理由がある。

三 再抗弁1に ついて

1証 人栗原駒子、同古川奈美恵の各証言及び被告本人尋 問の結果 を

総合すれば、つ ぎの ような経緯 によ り、本件契約が締結 された ことが認

め られる。すなわち、原告は昭和 五〇年か ら呉服の商売 を初 め、従 業 員

約二二名で月間二〇〇〇万円、年商二億二〇〇〇万 円 ぐらいの売上 げが

あったこと、その販売方法 は固定客が多 く、固定客か らの紹介 によるな

ど主 と して客 の ところへ訪ねる外販 で、その うち、 クレジッ ト販売が八

〇パーセ ン トもあった こと、本件契約 が締結 される以前 に、原告 は被 告

が勤務 している仙台○○病 院の看護婦である訴外 白石雪子 、同船岡松子、

同角田に呉服 を売 り渡 した こと、昭和五八年五 月三〇 日栗原が右病 院 の

錦寮 にいた被告 の もとにメナー ド化粧 品代 の集金 に来ていた際 ・栗原 と

被告 との間で着物 の話 しが出て栗 原か ら着物屋が来ているので会 わ ない

か といわれた こと、そ して、栗原が原告会社代表者大崎 を知 ってい るの
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8訪 問販売被害

先に述べた ように、介護保険制度の下 においては、高齢者が、 これ まで

以上 に訪問販売の ターゲ ッ トとされる可能性が大 きい。特 に、要介護認 定

を受 け・介護サ.__.ビス計画の作成 を依頼 した高齢者 については
、何 らか の

方法で販売業者が 当該高齢者の心 身の状 況や資産の状況等 に関する情報 を

入手 している ことも予想 され るため、深刻 な被 害が多発す るおそれが あ る

(灰聞す るところによると、その定款 に訪問販売 を も 目的 と して記載 して

いる訪問介護事業者が、ある自治体 の指定 を受 けている との ことであ る)。

ところで・現行の訪問販売等 に関す る法律第10条 第2項 第1号 の規定は
、

「その住居 において売買契約若 しくは役務提 供契約 の 申込 み を し又 は売 買

契約若 しくは役務提供 契約 を締結する ことを請求 した者 に対 して行 う訪 問

販売」 については、同法第4条 か ら第7条 までの規定 は適用 されない 旨 を

定めてい る。 この規定 については、セールスマ ン同士が互 いの顧客 を紹 介

しあ うような場合 に、解釈 に よっては、被 害者救済 を妨 げる可能性が あ る

ように思 われる(拙 稿 ・NBL582号(1994・12)52頁)
。

介護保険制度の下においては、た とえば、訪問介護iサー ビスに従事 して

いるヘルパ ーがサ ー ビス利用者 に対 し、あ る訪問販 売業者が販売 してい る

商品等の購 入 を勧 め、その結果、当該利用者がその訪問販売業者 に対 し
、

住居 を訪問す る よう求 めることが考 えられる。 この ようなケース にお ける

被害救 済のあ り方 を考 える上 で参考 となる と思 われ る裁判例が存在す る
。

シ ンポジウム資料16の 仙台簡裁昭和59年6月14日 判決が それである
。

この事件 は、原告(仙 台着物有 限会社)が 被 告に対 し
、附下お よび喪服

1式 を昭和58年5月30日 に代金80万 円で売 り渡 した、 と主張 して、売 買残

代 金79万9000円 の支払 を求め たのに対 し、被告が、右契約 は被告が居 住 し

ていた寮において締結 された訪問販売法上 の訪問販売 であるので
、被 告 は

原告 に対 し、同年6月1日 に到達 した書面で本件契約 を解 除す る旨の意思 表
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時間的な制約等 をも考慮 して、 シンポ ジウムにおいては介護保険条例 の

あ り方等 については議論の直接の対象 としないこ ととした(し たが って ・

シンポジウム資料 には、介護保 険条例 に関す るもの は収録 しなか った)。

しか しなが ら、 シンポジウム等 の準備過程 においては、厚生省か ら 「介護

保険条例準則」が示 されているこ と等 をめ ぐって、若干の意見交換が行 わ

れた。主 な論点 は、 この ように中央政府が条例 のモデルを提示す るとい う

手法 を地方 自治 あるいは地方分権の観 点か らどの ように評価するべ きか 、

「介護サ ービス利用者 の支援 に関す る措置」等 に関す る規 定 を欠 い た条 例

モデルを各市 区町村が 「丸飲 み」する可能性 が きわめて大 きい ことを どの

ように考 えるべ きか、な どである。

その後 の介護保険条例 の制定状況 をみ ると、多 くの市区町村 の介護保 険

条例 は、条例モデル を(全 面的 に、あるい は、か な りの程 度 まで)コ ピー

したに等 しい、独 自性 の乏 しい もの となっている ようである。その よ うな

状況下 、静岡県藤枝市の制定 した 「藤枝市介護保 険条例」 は、要介護 者等

の権利 の擁護 とい う観点か らも、注 目に値 する ものであ ると思われるので・

本誌 においては、 この条例 を資料 として掲げ ることとした(資 料2)。

藤枝市 は、静 岡県のほぼ中央 、静岡市 の西約20㎞ に位置す る、人口12万

9,582人(1999年3月31日 現在)の 街である。市民 の約6人 に1人が65歳 以上

である。市で は、「い くつ になって も笑顔で,藤 枝,」 をス ロー ガ ンに・

「高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業計画」 の策定 を進めている。

この ような市 において、市の責務 に関す る規定(第2条 、特 に第2項)を

は じめ と して、情報提供等(第20条)、 苦情対応(第21条)、 要介護者等 の

利用援助(第22条)、 介護サー ビスの質の確 保(第23条)、 手続 きにお け る

公正 の確 保等(第24条)に 関す る規定 を含 む条例が制定 された ことは、非

常 に意義深い ことで ある。市では、情報提供のための 「高齢者在宅サ ー ビ

ス事業者 ガイ ドブ ック」の作成や、苦情対応 のための 「苦情調整相談員 制

度」 の設置等 、各種施策の実 施 に向 けて 、具体 的 な作 業 に着手 してお り

(静岡新 聞2000年3月8日 朝刊)、 今後の動 向が大 いに期待 され る。

(15)124
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私 は 、 自治体 の 消 費生 活 セ ン ター も積極 的 な役 割 を果 たす べ きで あ る と

考 え る(拙 稿 「介 護 保 険 制度 と地 方 自治 体 の 役 割 」 国民 生 活 セ ン タ.,._.,.

『消 費者 か らみ た 介護 保 険Q&A』(1998・11)239頁)。

そ の理 由 は 、消 費生 活 セ ンターが これ まで の経 験 の 中で 、契 約 に対 す る

消費 者 の意 識 が どの よ うな ものか 、 契約 の勧 誘 や締 結 に際 して、事 業 者 が

どの よ うに行動 す るか な ど、契約 をめ ぐる トラ ブル を適 切 に解 決 す る前 提

とな る知 見 を=豊富 に蓄積 してい る こ と、多 くの住 民 に存 在 を知 られてお り、

しか も身 近 な存 在 で あ る との 印象 を もたれ て い る こ と等 に あ る。 さ らに 、

高齢 者 の権利 擁 護 に あた って は、 セ ル フ ア ドボ カ シー とエ ンパ ワー メ ン ト

を基本 理 念 とす べ きで あ る とい われ て い る(河 野 正 輝 「権 利 擁 護法 とア ド

ボ カシ ー」 河 野 正輝e菊 地 高志 編 『高齢 者 の法 』(1997・12)138頁)が
、

これ らの観 念 は、消 費 生 活 セ ンター の業務 の 中 に根 付 い て い る とい う事 実

も、重 要 な根 拠 とな って い る。

介 護 保 険 制度 下 にお い て は、 「苦 情 処 理」 とい う用 語 が 一 般 的 で あ る 。

これ に対 し、若干 の消 費者 行 政 部 門 にお い て は 、「被 害 救 済 」 とい う用 語

が用 い られ て い る。提 供 され る行 政 サ ー ビスの 内容 を 「苦 情処 理 」 と呼 ぶ

こ とと・「被 害救 済」 と呼 ぶ こ と との 間 には 、 か な りの 径 庭 が あ る よ う に

思 わ れ る。利 用 者 の権 利 の擁 護 あ るい は確 立 とい うア プロ ーチ をす る の で

あ れ ば、 いず れ の用 語 が よ り適切 か は、 自ず と明 らか で あ ろ う。

7介 護保険条例

介護保険制度 の実施 に向けて、運営主体 である各市 区町村が どの よ うな

内容 の介護保険条例 を制定す るかは、当該地域 における要介護者等の権利

の擁護 とい う観 点か らも、 きわめて重要 な問題 である。 そ のた め、 「市民

本位の介護のための条例」 の制定 を目指 して、注 目すべ き試みが行 われて

い ることは、周知 の事実 である(橘 幸信=堀 越栄子8市 民法制局準備 会編

著 『総合介護条例 のつ くり方』(1999・9))。
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神奈川大学法学研究所研究年報18

6被 害救済制度

「ある問題提起」 において も指摘 されてい るように、介護保険制度の下

においては、サー ビスの利用 をめ ぐる利用者か らの苦情等 に的確 に対応 す

る必要性 は、 きわめて大 きい。そのため、い くつかの 自治体 においては、

苦情対応マニュアル等 の策定が行われてい る。シ ンポジウム資料の12と14

は、その具体 的な成果である。

この問題 については、オ ンブズパ ーソン制度の創設 をは じめ として、検

討すべ き多 くの問題点が存在す るが、消 費者被 害の救済 とい う面 か らは、

消 費生活セ ンターの積極的な活用が きわめて有用である と考 え られる に も

かかわ らず、その点の検討が不十分である ように感 じられ るので、 この点

に限定 して、若干 の指摘 を行 ってお きたい。

シ ンポジウム資料 の12お よび14の いずれ をみて も、消 費生活セ ンタ0に

は、介護保険制度の下 における苦情相談体制 の中で、それほ ど重要 な役 割

が期待 されていない ように思われる。前者 には 「指定事業者 、民生委 員や

消費(生 活総合)セ ンター、在宅介護 セ ンター等 との連携 は相談 ・苦 情対

応 に際 し、重要である」 との指摘が 、後者 には 「なお、消費者 セ ンターの

消 費者相談に相談が ある場合 もあ るので、消費者セ ンターとも情報交換 を

行ない、共 に対応策や消費者教育 について協議す る」 との指摘がみ られ る

程度である。 このこ とは、これ らの資料が高齢者施策部 門等 に よって作 成

され たものである ことか らすれば、あ る意味では、当然 のこ とであ るが 、

そ こに消費者行 政部 門の消極的態度が反映 している とみるのは、 うが った

見方 とい うべ きであろ うか。

介護保険制度下での苦情処理 は、国民健康保険団体連合会等が行 うこ と

とされている。 しか しなが ら、介護サー ビスの利用者が受 けた被害 を公正

かつ迅速 に救済す るため には、種 々の機 関が十分 な連携 の下 に、積極 的 に

活動す る必要があ る。
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各種 の居宅サ ー ビスや施設サー ビス に係 る契約 についてモデル契約 書等

を作成す るこ とは、 これ らの契約の締結過程や内容等 を適正 な もの とす る

ため に、有効 な手段 である(な お、 このような試み は、ほか にも、京都府、

大阪府・埼玉県 、神戸市 、北九州市等 において も行 われ てい る) 。 これ ら

のモデル契約書 については、「福祉 的視点か らの利 用 者保護 とい う側 面が

よ り強 く存在す る点」が特徴 と してあげ られている(品 田充儀 「介護保 険

契約 の特徴 と法 的問題」 ジュ リス ト1174号(2000・3)70頁)。

モデル契約書等が利 用者保護の面 を重視 しているのは、これ らの試 み が

不適正 な契約 によって利用者 に被害が発生す るの を未然 に防止す るこ とを

意図す るものである ことか らす れば、当然の ことであ る。

しか しなが ら、消費者 問題 の観 点か らは、なお、問題 とすべ き点 もあ る

ように思われる。

一例 をあげる と
、消費生活 に係 る必需的な契約 については、消費者 か ら

の申込 に対す る事 業者 の承諾 が法令 によって強制 される場合が少な くない

ことがある(若 原紀代子 『民法 と消費者法の交錯』(1999・6)40頁)
。

介護保険制度 の下 において保険給付 としての支給の対象 となるサー ビス

に係 る契約 につ いて も、事業者 に締結 を強制すべ きであると考 える。介護

サー ビスにお ける締約強制 は、わが国の従来の立法のあ り方か らすれば、

介護保 険法 自体 に規定 してお くのが適 当であ った と考 える。 しか しなが ら、

現 実には・指定基準 中に規定 されているにす ぎない(た とえば、指定居 宅

サ._._ビス等 の事業の人員 、設備及び運営 に関す る基準(平 成11年3月31日

厚生省令 第37号)に は、「提供拒 否の禁止」 と して、「指定訪問介護i事業者

は、正 当な理由 な く指定訪問介護の提供 を拒 んではな らない」 と規定 され

ている(同 第9条))。

この ような法令の不 十分 さを補 うためには、旅館 業のモデル約款の よう

に・契約書 に締約義務 を規定する とともに、サ ー ビス を提供す る事業 者 が

契約の締結 を拒 否する ことがで きる場合 を規定 してお くことが有効 であ る

ように思 われ る。
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審査 の第三者性が阻害 され、審査の公正 さが損 なわれるおそれがあるため、

この ような役職員等の構成が確認等の公正 な実施 に支障を及ぼすおそ れが

ない ものであることが必要であ る」 ことが 、また、兼業制 限に関す る規 定

である⑤ につ いては、「指定確認検査機 関が確認検 査業 務 以外 の業務 を行

うことによって、確認検査 の業務の公正 な実施 に支障 を及ぼすおそれが な

い ものであ ることが必要である」 こ とが 、理由 としてあげ られてい る。

この ような立法理由の説明 をみる と、「介護保険制 度 は、民 間 を含 めた

多様 な事業者の参入 によ り、市場原理 を働 かせ、サー ビスの効率化 と質の

確保 を狙 ってい る。事業者 か らみる と、絶 え間ない合理化 ・リス トラの勧

め となる。その対処方法 として、経営 の見直 しは もちろん必要であるが 、

サー ビスの複合化(ス ーパーマーケ ッ ト化)が 進み、顧客 の取 り込みが戦

略化 されるだろ う。それは、複合体や グループ化 、下請 け化等 いろい ろ な

形が考 えられ る。要 は、顧客が介護保険給付サー ビスと自費購入サ ー ビス

を購入す る(さ せ る)条 件 をいかに作 るか と、コス ト管理 の徹底 をどの よ

うに図るかに収敏す る」 との指摘(長 谷憲 明 『新版 よくわかる実用介護 保

険』(1999・4)66頁)も なされる状況 において、個 々のサ ー ビス事 業者

が居宅介護支援事業者 を兼ねる ことを何 ら制限 しない ま まに、 「居 宅介護

支援事業者等は、個々のサ ービス事 業者 の事 業 とは独 立 した公正 中立 の遵

守が極 めて重要」であ ると説 くことは、「児戯 に等 しい行為」 であ る。

個 々のサー ビス事業者 が居宅介護支援事業者 を兼ね ることを制限するか、

市 町村(ま たは公正 中立 な指定民間機関)が すべての居宅サ ービス計 画 の

確 認や実施状況の抜 き打 ち検査 を行 うな どの方策が採 られ るべ きである。

5モ デル契約書

シ ンポ ジウ ム資 料 の大 半 は、各 地 の 自治体等 が策 定 した契約 書 のモ デ ル

や重 要事 項 説 明書 の モデ ル の うちの代 表 的 な もの に よって 占め られ て い る

(資 料 の5～11、13。 本 誌 に は、資 料1と して 、13の み を収録 した)。
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ところで・建築基準法 については、平成10年 に大規模 な改正が行 われ 、

これに より・それ まで・そのすべ てを特定行政庁 の建築主事 が行
って きた

建築確 認や検査等 の手続の一部 を、必要 な審査 能力 を備 えた公正 中立 な民

間機 関(指 定確認検査機 関)も 行 うことがで きることとなった(田 中元 雄

「建築確認制度」塩崎勤e安 藤一郎編 『建築関係訴訟法』〔新 ・裁判実務大

系第2巻 〕(1999・12)256頁)。 改正の 目的は、官 民 の役割 分担 の あ り方

を見 直 し・民 間の創意 と活力 を活用す ることによ り
、建築規 制の執行体 制

の整備 ・充実 と・建築主の需要 に即 した検 査が行 われ ることを促 進す る と

ともに、行政が違反建 築物対策等 、本来行 政で しかで きない業務 に重 点 を

置 くことを可 能 とし、建築規制の実効性確保のための体制強化 を図 る こと

にある、 とされている。

この ような建築基準 法の改正 のあ り方か らす ると
、介護保 険制度の下 に

おいて も・先 に述べ た ような公 的チ ェ ック機能 を民 間の機 関に委ね るこ と

の適否 も、検討の対象 とはな り得 るであ ろ う。 しか しなが ら、その場合 に

想起 されるべ きであ るのは、建設大臣 または都 道府県知事の指定 を受 けて

確認検査機 関 となるためには、一定の基準 を満 た してい なければならない

ところ 健 築基準法第77条 の20) 、その基準 として は、①確 認検査 員 を_

定数以上擁 してい ること、②業務 の実施 に関す る計画が業務 の適確 な実施

のために適切 な ものであ ること、③十分 な経理 的基礎 を有 している こと、

と並んで、④役職員等 の構成が建築確 認 ・検査の業務 の公正 な実施 に支 障

を及 ぼすおそれが ないこ と、⑤兼業 を行 うこ とによって建築確認.検 査 の

業務の公正 な実施 に支障 を及 ぼすおそれが ない こと、等 があげ られてい る

こ とである(建 設省住宅局建築指導課 ・市街地建築課監修 『改正建築基 準

法のポイ ン ト』(1998・9)21頁 参照)。

この うち・④ につ いては、「指定確 認検査機 関は 、建 築主 事 と同様 の立

場で建築物の適法性 に関す る審査 を行 うものであ ることか ら、その業務 に

ついては特 に公正 さが要求 されるが
、役職員や株主等の構成 において特 定

の利害 関係者の占め る割合が相当程度であ ると、やや もす れば この ような
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介護保険制度 の下 において、居宅介護支援事業者 は、居 宅要介護者等 が

指定居宅サ ービス等の適切 な利用等 をす るこ とがで きるよう、それ らの者

の依頼 を受 けて居宅サ ービス計画 を作成する とともに・当該居宅サ ー ビス

計画に基づ くサ ービス等の提供が確保 され るよう、サ ービス事業者等 との

連絡調整等 の便宜 の提供等 を行 う。これに対 して、建築物 に関する工 事 に

おいて、建築士 は、建築主の依頼 を受 けて、建築基準法 を遵守 しなが ら・

安全性や機能性等 を考慮 し、建築物の設計図書 を作成する(設 計)と とも

に、工事 を設計図書 と照合 し、工事が設計 図書の とお りに実施 されてい る

か どうか を確認す る(工 事 監理 。ちなみ に、工事監理 について・設計 者 と

別の建築士 を選定す ることもで きる)。

介護保 険制度の下 において、実際にサー ビス を提供す るのは、都道府 県

知事 の指定 を受 けた、個 々の居宅サー ビス事業者等である。これに対 して、

建築工事 においては、工事施工者が実際の工事 を行 う。

ところで、介護保 険制度の下では、指定居宅サー ビス事業者が指定居 宅

介護支援事業者 を兼ねる ことがで きる、 とされてい るが、建築工事の場 合

に も、建築主が建設業者 に対 し、施工 とともに設計 も依頼す る・い わゆ る

設計施工一貫契約が一般的 に行 われてい る。

この ようにみて くる と、個々のサー ビス事業者が居宅介護支援事業 者 を

兼 ねることがで きるとい うことが当然 に問題である・ とい うこ とは困難 で

あ ると思われる。

む しろ、この ような乱暴 ともいえるような比較 を してみた ときに直 ち に

気付 くことは、建築物 に関す る工事 の場合 には、建築関係規定 に違反 した

建築物が出現す るの を未然 に防止する ことを目的 とす る建築確認制度や ・

建築規制 の実効性 を確保 するための完了検査 ・中間検査 の制度が存在 す る

のに対 し、介護保険制度の下 においては、 この ような制度は存在 しない と

い うことである。大竹 医師のいわれ る、公的チェ ック機能が皆無 に近 い と

い う指摘 と、ケアが正 しく行 われてい るかの評価 を市町村が責任 を もって

行 うべ きである との提言の正 当性は、明 らかであ るように思われ る。
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また 、パ ネ リス トの 一人 で あ った清水 誠 教 授 は
、上 記 の 問題 につ い て 、

次 の よ うに述 べ て お られ る(清 水 誠 「介 護保 険制 度 が もた らす もの」 法律

時 報72巻3号(2000・3)99頁)。 シ ンポ ジ ウム参 加 者 の 多 くの 意 見 あ る い

は感想 もほぼ 同様 で あ る と思 わ れ るの で 、 こ こに(原 文 を多少省略 しつつ) 、

引用 させ て いた だ くこ とと したい 。

ケアプランの作成 の支援 をす ることので きる資格 は
、 「介護 支援専 門

員」(「ケアマ ネ......ジャー」 と通称 され る。この人たちの働 き方が制度 の

鍵 を握 る重要性 を有す る と考 え られるが、それでいて、その制度的位 置

付 けは きわめて不明確 である)に 認め られるが、ケ アマ ネージ ャーは指

定居宅介護支援事業者 に所属 して仕事 をす る。指定居宅介護支援事 業者

と指定居宅サ ー ビス事業者の重複 は、あ る程度避 け られない と思 われ る

が、そ こか ら生 じる弊害 は深慮 に値す る。

〈中 略〉

事業者 に帰属 したケアマネージ ャーは、その事業者か らの独立性 を保

証 されるのであろうか。

〈中 略〉

ケアマネージ ャーの存在 は、意思形成力の弱い要介護市民 に とって
、

実際上 はきわめて有力かつ重要 なコンサル タン ト(相 談相手)と して の

機能 を発揮 しなけれ ばな らないが、 もしこれが機 能 しなければ
、全体 制

度 の崩壊 をもた らすであろ う。

以上 に紹介 した見解 に問題点が的確 に指摘 されているこ とか らす ると
、

蛇足 の感が強いが・ この問題 につ き、なお、若干 の指摘 を してお きたい。

私 は、前記の問題 については、建築 に関す る法規 制のあ り方 と比較 して

み ることによって・問題点が明確 になるので はないか と考 えている
。あ る

者が立てた計画 に従 って、他の者 が労務 を提供す る とい う点で
、介護保 険

と建築 とは・制度的 には、類似 した ところがあ るか らであ る。
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シ ンポジウム資料の1に 報 じられた動 きについては、資料 には取 り入 れ

なかったが、前橋市 医師会介護保険担 当理事 の大竹誼長医師が朝 日新 聞 に

次の ような投稿 をしてお られ る(X999年10月1日 朝刊 「論壇 」)。要介 護認

定の現場の状況 にも詳 しい方の意見 として、注 目に値す ると思われるので・

ここに、その一部 を引用 させ ていただ くこととしたい。

今回前橋市で起 きた問題 は、起 こるべ くして起 こった ことだと考 える。

なぜ な ら、介護保 険は公的な制度であ りなが ら、運用やサー ビス提 供が

民 間に依存 し過 ぎてお り、提供 されたサー ビスについての公的なチ ェ ッ

ク機能 も皆無 に近 いか らである。民 間活力 の導入 といえば聞 こえは良い

が、企業の論理 、つ ま り客(要 介護者)の 獲得 と安い経費で高い利 益 を

得 ることが優先 され るのではないか。

なに しろ、認定 申請か ら一次判定 の基 となる訪 問調査 ・ケアプラ ンの

作成及び実施に至るまでの認定審査 を除 く全過程 を、…事業者が公的チェッ

ク(書 類上ではな く現場 での確認)な しにすべて実施で きる仕組みになっ

ている。施設 について も、一度入所 して しまえば後 はその事業者 にすべ

てお任せ とい う感が強い。すなわち、保険者 と被保険者が一度 も顔 を合

わす こ とな く、事業者 に委託す るだけで、一連の保険業務 を進める こ と

も可能 なのだ。

本来、公平 ・公正 ・中立性が求 め られるケアマ ネージ ャー も、 自分 が

所属 し給料 を得てい る事業者 に とって少 しで も不利 になる ような こ とは

で きまい。

この ような状況下では、利 用者 に真 のサ ービス選択 の 自由がある とは

とて も言 えない。利用者の主体性 を守 るためには、書類上 だけでない公

的チ ェック、す なわち保険者である市 町村 の職員の一層の関与がぜ ひ と

も必要なのだ。

大 竹 医 師 は、 この よ うに述 べ て 、5つ の具体 的 な提 案 を して お られ る 。
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3す べ て市民 は、社会 を構成す る一員 として、介護 を要す る状態 の程

度その他の社会的 、経済的 、身体的又 は精神 的状態 にかかわ らず 、社

会 、経済、文化その他 のあ らゆる分野の活動 に参加す る機会が保 障 さ

れる もの とす る。

この規定の第1項 お よび第2項 において 「権利」 とい う用語が用 い られて

い るのは・「介護サー ビス を利用す ることは当然 の こ とであ る こ とを強調

しようとした ものである」 と説明 されている(前 掲書28頁) 。

しか しなが ら、介護サー ビスを利用す ることの権利性 を強調する ことは

重要である として も、権利 の内容 をこの ように抽象的な レベルに とどめて

お くことは、権利の侵 害を未然 に防止 し、あるいは侵害 された権利の公正

かつ迅速 な回復 を図る とい う観点か らは、十分 とはいいが たい。先進 的 な

消費生活条例の規 定 を参考 とす ることによ り、利用者 の権利の内容 を よ り

具体的な もの とするこ とが必要である(一 例 をあげれば、横浜市消 費生 活

条例検討委員会答 申が掲 げてい る、① 安全 で快 適な消費生活 を営 む権利 、

②学習 し、教育 を受 ける権利 、③ 必要な情報 を速やかに得 る権利 、④ 適正

な表示 によ り自由な選択 をする権利 、⑤ 適正 な方法 によ り公正な取引 をす

る権利 、⑥不 当な被害か ら速やかに救済 を受 ける権利 r⑦ 消 費者施策 に意

見 を表明 し、参加す る権利、が参考 となるのではあるまいか)。

4制 度上の欠陥

シンポジウム等 においては、居宅サー ビス事業 を行 う者が居宅介護 支援

事業者 を兼ね ることがで きる、 とされてい ること等の適否が大 きな問 題 と

なった。すでに述べた ように、その一 因 となった 「利用者 を囲い込む」 動

きを報 じた新 聞記事が シンポ ジウム資料 の1お よび2で あ り、この よ うな

動 きに対 し、厚生 省老人保健福祉 局介護保険制度施行準備室が発 した事務

連絡文書が資料 の3お よび4で あ る。
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この ような動 きの中で、シ ンポジ ウムにおいては、介護保険制度 自体 の

問題 点に議論 が集 中 し、その結果、介護保険制度の実施 に伴 って発生 す る

ことが予想 され る消費者被害の未然防止お よび救済 をめ ぐる問題点の検討

には、十分 な時間 を割 くことがで きなか った。 しか しなが ら、前記 の問題

提起 において も指摘 されている、介護サ ービスの質の確保 、優越 的な地位

を利用 しての商 品 ・サ ー ビスの販売へ の対応、 さらには 「苦情処理」 等 の

問題は、介護保 険制度の下 における消費者被害の未然防止 と救済の問題 を

考 える際の最重 要課題 とい うことがで きるであろう。表紙 裏面 に、 「あ る

問題提起」 を掲げたのは、その ような問題の所在 を明 らか にしてお くため

であった。

3利 用者の権利

利用者の権利 の擁護 とい う場合 に、そ こにいか なる権利 を措定するか と

い う問題が きわめて重要 である ことは、い うまで もない。

「市民本位の介護のための条例」の制定 を 目指 して策定 された総合介護

条例案 は次 の ような規定 をおいている(橘 幸信=堀 越栄子=市 民法制局 準

備会編著 『総合介護条例のつ くり方』(1999・9)27頁)。 ・

(基本理念)

第3条 すべて市民 は、個人 としての尊厳が重 ん じられ、その家族の有

無 、介護 を必要 とす る状態の程度その他 の社会 的、経済的、身体 的又

は精神 的状態 にかかわ らず、その尊厳 にふ さわ しい自立 した 日常生 活

を営 むことがで きる よう、介護 に関す る役務の提供その他のサー ビス

(以下 「介護サー ビス」 という。)を 利用する権利 を有するもの とする。

2す べ て市民は、介護サ ービスを利用す るに当たっては、その内容等

について十分 な説明 を受 けた上 で、その利用 しようとす る介護サ ー ビ

スを自 ら選択 し、決定する権利 を有す るもの とす る。

〔5〕134



高齢社会における消費者被害をめぐる問題点

ことは難 しいで しょう。つ ま り、在宅サー ビス事業 で採算 が とれ な くて

も・別の事業で収益 をあげ、事業全体 で採算 が とれればいい とい う企業

戦略 なのです。最近では、介護用品や家電製 品の ほかに、介護 ロー ンな

どの商品 も開発 されています。いずれ にせ よ、 この ままでは、営利 企 業

は介護サー ビスの質 を向上 させ る努力は しな くなるで しょう
。それ以外

の部分で もうけ ようとするか らです 。その結果 、介護保険制度の導 入後

は、高齢者が不 当に高い商品 を売 りつ け られた り、聞いていたサ ー ビス

と実際 に提供 されたサ ー ビスの内容が違 っていた り、サー ビス を利 用 し

ていて・けが をさせ られた とい った被害や トラブルが多発す ると予想 さ

れ ます。その場合の苦情 は どこが受 け付 けて くれ るので しょうか
。介 護

保 険制度では、それは都道府県 ごとにある国民健康保険団体連合会 とい

うことにな ります。 しか し、国保連はそ もそ も審査支払機 関ですか ら、

とて も十分 な苦情処理がで きるとは思 われ ませ ん。 もっ と身近な市 町村

の レベルでそ う した利用者か らの苦情 を受 け付 け、適切 に対処す る苦情

処理機関 を設置す る必要があ ります。

また、例 えば、同 じ企業が ケアプランを作成す る居 宅介護支援事 業者

と居宅サー ビス事業者 を兼ね ていた り、相互 に連携 しているケース が当

然 考え られ ます。その場合、介護支援専 門員 は、 自社 のサー ビス を勧 め

た り・それを前提 に したケアプラ ンを立 てた りして、利用者 を囲い込 む

可能性が あ ります。二つの事業の兼業禁止 とか、介護支援専 門員 の 中立

性 を担保す る仕組みが必要です。

上記の問題提起 は、1998年 早春 になされた ものであるが、シ ンポジ ウム

の準備 を進 めている1999年 秋の時点で、問題提起 において指摘 されてい た

「利用者 を囲い込む」 とい う動 きが表面化 してきた。 シ ンポ ジウム資料 の

1お よび2は 、この ような動 きを報 じる新 聞記事 であ り、3お よび4は 、

この ような動 きに対 し、厚生省老人保健福祉 局介護保険制度施行準備 室が

発 した事務連絡文書である。
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シンポジウム手元資料 ・参考資料 目次

¶
⊥

り
自

0
0

朝 日新聞1999年9月11日 夕刊記事 「要介護認定前 に 『営業』」

東京新聞1999年11月21日 朝刊記事 「介護保 険業者 が無断代行」

厚生省老人保健福祉 局介護保険制度施行準備室 「指定居宅介 護支援 事

業者等の事業の公正 中立 な実施 について」(1999年9月14日)

4厚 生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室 「指定居宅介護 支援事

業者等 に よる適切 な申請代行 につ いて」(1999年11月11日)

5名 古屋市民生局介護保 険準備室 「訪問介護サー ビス利用契約書 〔契約

書本文 ・重要事項説 明書 ・利用サー ビス0覧 表 について〕」

6名 古屋市民生局介護保険準備室 「ケアマ ネージメント契約書 〔契約書 ・

重要事項説明書 ・合意書(暫 定契約書)〕」

7東 京都高齢者施策推進室 「『モデル契約書(案)』 及 び'『相 談 ・苦情 対

応 マニュアル(案)の 作成 について」

8東 京都高齢者施策推進室 「居宅介護支i援モデル契約書(案)」

9東 京都高齢者施策推 進室 「居宅介護支援重要事項説明書(案)」

10東 京都高齢者施策推進室 「訪問介護モデル契約書(案)」

11東 京都 高齢者施策推進室 「訪問介護重要事項説明書(案)」

12東 京都高齢者施策推進室 「相談 ・苦情対応 マニュアル(案)」

13(社)か ながわ福祉サ ービス振興会 「介護保険制度 における介護 サ ー ビ

ス標準契約書案(抜 粋版)」

14板 橋 区介護保険苦情 ・相談室 「板橋 区介護保険苦情 ・相談マ ニ ュアル

(暫定版)」

15「 第三者の誘いに よって販売業者の来訪 を承 諾 した場合 」(石 戸 谷豊

ほか 『訪問販売法ハ ン ドブ ック』36頁)

16仙 台簡裁昭和59年6月14日 判決
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2あ る問題提起

シ ンポ ジ ウム資料 の 目次 は右 のペ ー ジに掲 げ る とお りであ る
。 た だ し、

作 成 時 間 の 関係 で 目次 に は ない が、 目次 を掲 げ た表 紙 の 裏 面 に は 、 「あ る

問題提 起 」 と して 、あ る著 作 の一 部分 が 引用 されて い る(伊 藤周 平 『欠 陥

だ らけ の介 護保 険 』 〔か もが わ ブ ック レ ッ ト113〕(1998・2)47頁 〉
。

「在 宅 サ ー ビス へ の営 利 企業 の参入 で何 が起 きるか 」 と題 され た
、 そ の

問題提 起 は 、次 の よ うな もの であ る(原 文 を多 少 省 略 しつ つ 、引用 す る)。

介護保 険制度では、在 宅サー ビスの提供機 関 と して営利企業の参入 が

認め られてい ます。実際、介護保険制度の実施 を見越 して、い くつ かの

営利企業が在宅サ0ビ ス事業 を活発 に展 開 しつつあ ります。 しか し、 こ

の ままでは・営利企業への規制 は二義的 にな り、利用者 との 間に深 刻 な

トラブルが生 じる危険があ ります。

現在の 自治体の財政事情 を考 える と、介護保 険制度のス ター ト後 は
、

民 間営利企業 などにホームヘルパーの確保や雇用 を大 きく依存 する こ と

になるで しょう。 しか し、営利企業 の人 に聞 くと、ホームヘルプサ ー ビ

ス などは人件 費の固 ま りで、省力化、効率化が困難 です。結局 、営 利企

業でのヘルパ ーの雇用形態は、低賃金 で過酷な労働 を強い られ 、身分保

障が不安定 なパ ー ト雇用が主流 となるで しょう。営利企業 にとっては
、

利益 を上げる ことが至上命題で、 どうして も…番経 費のかかる人件費 を

節約す る方向 に向か うか らです。 しか し、 これでは介護専 門職 として の

ヘルパーの定着 や確立 など望 むべ くもあ りませ ん
。

在宅サ ービス事業での採算が見込め ない中、現在、事業 を展 開 してい

る営利企業がね らっているのは、「上乗せ」、「横 出 し」 サ ー ビスの部 分

なのです 。例 えば、ヘルパ ーの訪問の後 に、同 じ企業の営業の人が 自社

製品の販売 にやって くるか もしれ ません。利用者の側 では、それを断 る
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高齢社会 における消費者被害をめ ぐる問題点

シンポジウム資料等の説明を兼ねて

石 川 正 美

1は じめ に

神 奈 川 大 学法 学研 究所 は、1999年12月11日 、 「高 齢 社 会 に お け る消 費 者

被 害 を考 え る」 こ とをテ ーマ と した講演 会 とシ ンポ ジ ウム(以 下 「シ ンポ

ジ ウム等」 とい う)を 行 った 。私 は 、研 究所 常 任 委員 の 一 人 と して 、 この

事 業 に 、そ の企 画 ・立案 の段 階 か ら関与 し、上 記 の テ ーマ につ い て ・ 他 の

同僚 所員 と意 見交 換 を行 っ て きた 。 また 、 この 間 、若干 の介護 施 設 お よび

自治 体 にお いて 、 この テー マ に関連 す る ヒア リ ング調査 等 を実施 した。

このた び、前 記事 業 の記録 を収 め た紀 要 を発 行 す る にあ た り、編 集 担 当

の委 員 か ら、会 場 にお い て配布 した 「シ ンポ ジ ウム手元 資料 ・参 考資 料 」

(以 下 「シ ンポ ジ ウム資 料 」 とい う)と 本 誌 に収 録 す る資 料 に つ き・ 簡 単

な説 明 を行 う よ う求 め られ た 。そ こで 、 この機 会 に、前記 の ような経 験 を

踏 ま え、今 回 の テ ーマ の もつ 意味 につ い て 、若 干 の指 摘 を してお きた い と

考 え る。

この よ うに考 え るの は、 シ ンポ ジ ウム等 に お ける議論 が(種 々 の条 件 を

考慮 す れ ば、 当然 の こ となが ら)、 介 護 保 険制 度 自体 の 問題 点 に集 中 す る

こ と とな っ た結果 、消 費者 問 題 の観 点 か らは、検 討 され ない ま ま残 され た

問題 点 が少 な くない よう に思 われ るか らで あ る。 これ に よ り、 「自治 体 の

消 費者 行 政 を考 え る」 こ とをテ ーマ と した 昨年 の連続 講演 会 お よび シ ン ポ

ジ ウ ム に続 い て 、今 回 の テ ーマが 選 ばれ た理 由 を明 らか にす る こ とが で き

れ ば 、幸 い で あ る。
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